
三菱乗用・非常用エレベーター
【型式：CM-LA】     

取扱説明書 保守・点検編

2019 年 12 月 20 日 

 
■はじめに 

本書は所有者等の方・運行管理者の方より、三菱エレベーター＜NexCube＞の保守・点検（その他

必要な整備又は補修等を含む。以下同じ）について、維持及び正常な運行を確保するために、専門技術

者の方へご指示いただきたい事柄を記載した資料です。 

本書に記載の諸作業の実施については、専門技術者（1-2 用語の定義を参照）を対象としており、

必要な安全対策については実施されていることを前提としています。 
 

 

 

● エレベーターを保守・点検する専門技術者の方に、必ず本書を熟読いただき、十分理解の上で作業

を実施するように依頼してください。 

● 本書は必要なときに、すぐ読めるようにお手元に大切に保管ください。 

● 本書はエレベーターの所有者等の方又は運行管理者の方が変更になる場合は、確実に引き継ぎを行

なってください。また、専門技術者が変更になる場合には、所有者等の方又は運行管理者の方から

新たな専門技術者に再度指示をしてください。 

● エレベーターは電気・機械設備ですから、適切に保守しなければ、製品の性能が発揮できないこと

があります。製品を安全で、かつ適正な状態を保ち、故障が起きないようにするためには適正な保

守を継続することが重要です。 

● 本書の内容について、ご不明な点、ご理解いただけない点がある場合は、本書最終項に記載の最寄

支店、事業所、サービスセンターにお問い合わせください。 

● 本書とは別に、取扱説明書（運行管理編）及び告示 283 号改正に伴う追加情報がありますので、

必ずお読みください。 

● 本書は基本仕様について説明しています。従い実際の製品では一部異なる場合がありますので、あ

らかじめご承知おきください。 

● 本書に掲載した内容は、予告なく変更することがあります。本書の使用前に最新版を当社ホームペー

ジで必ずご確認ください。 

本書に加え、巻末に記載の参考文献の全てお読みいただき、その内容を包含し、かつ使用

頻度、利用状況、その他を考慮し、エレベーターを適切な状態に維持してください。

救出作業はあらかじめ十分に訓練し、迅速に対応できるようにしてください。 
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■1. 警告表示及び諸注意等 

1-１ 警告表示マークの定義 
取り扱いを誤った場合に生じる危険と、その程度を示した警告表示マークの定義は、 

以下のとおりです。 

●危険・警告・注意の定義 

 
 
 

使用者が取り扱いを誤った場合、死亡あるいは、重傷を負うことがあり、
かつ、その切迫度合いが高いことを表します。 

 
 
 

使用者が取り扱いを誤った場合、使用者が死亡あるいは、重傷を負うこと
が想定されることを表します。 

 
 
 

使用者が取り扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか又は物的
損害の発生が想定されることを表します。 

 

●本書に記載の“図記号”の定義 

 
 
 

必ず実施いただきたいこと（守っていただきたいこと）を表します。 

 
 
 

「禁止事項」（禁止行為）を表します。 

 

1-2 用語の定義  

本書における用語の定義は次のとおりです。 

◎ 所有者等とは昇降機の所有者又は管理者をいいます。 

◎ 運行管理者とは、直接、昇降機の運行業務を管理する者をいいます。 

◎ 専門技術者とは昇降機の保守・点検を専門に行う者をいいますが、本書では昇降機検査資格を有

し、かつ昇降機の保守を専門に３年以上従事した者を想定しています。 

 

1-３ 諸注意 
◎ 本書に記載の安全に関する警告表示（危険、警告、注意）については、必ずお守りください。 

◎ 本書の記載内容にない操作及び取扱いは行わないでください。人身事故、機器の故障の原因にな

る可能性があります。 

警告 

危険 

注意  
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■2. 所有者等の方・運行管理者の方へ 

 
 所有者等の方・運行管理者の方より専門技術者の方へ以下の各項目について 

確実にお伝えください。 

 

◎ 本書を熟読の上、3 項以降 保守・点検の留意事項（5 頁～）に記載の作業を正しく実施してく

ださい。 

◎ 法令で定められた定期検査については、下記に基づき実施してください。 

 平成 20 年国土交通省告示第 283 号（改正内容含む） 

 定期検査業務基準書（最新版を用いること） 

 日本工業規格 JIS A 4302「昇降機の検査標準」 

◎ エレベーターはその使用頻度､使用状況により部品の摩耗・劣化の状況が異なります｡専門技術者

に点検結果の報告を依頼してください。その上で、エレベーターを安全な状態で使用いただける

ように、適切な保守について助言を得てください。 

◎ 交換部品はエレベーターの品質を保つため、当社純正品の使用を推奨します。また、安全性確保

のため製品の改造は行わないでください。 

◎ 安全性確保のため、エレベーター配線の外観として特に亀裂・破損・劣化・変形の有無を確認し

てください。発見した場合は速やかに交換してください。 

◎ 製品の仕様を変更するには､より詳細な製品知識が必要ですので、当社に相談してください。 

◎ エレベーター・エスカレーターに供給される電源は、定期的（例えば毎月など）に電圧変動+5%

～-10%・電圧不平衡率 5%・瞬時電圧低下 1msec 以内であることを確認してください。これら

の基準のうちひとつでも満足していないことが確認された場合は、予期せぬ故障や事故が発生す

る可能性がありますので、速やかに使用を停止し、供給電源の改善を申し入れてください。 

 

 

所有者等の方・運行管理者の方は以下の各項目についてご留意ください。 

 

◎ 本書は所有者等の方・運行管理者の方より、三菱エレベーター＜NexCube＞の保守・点検（その

他必要な整備又は補修等を含む。以下同じ）について、維持及び運行の安全を確保するために、

専門技術者の方へご指示いただきたい事柄を記載した資料です。 

◎ 依頼している専門技術者が変更になる場合は、保守履歴を求められる場合があるので、所有者等

の方又は運行管理者が保守履歴を適切に保管し、必要なときに開示ください。 

◎ 当社は下記のような不適切な管理と使用に起因する故障又は､事故については、責任を負いかねま

すので、あらかじめご承知置き願います。 

 本書の目的外使用、又は本書の記載と異なる取扱いに起因するもの｡ 

 次ページの表記載の設置環境が守られないことに起因するもの。 

 保守・点検、修理の不良に起因するもの｡ 

 製品に対して、当社が提供又は指示していない改造を施したことに起因するもの｡ 

※改造とはハードウェアの変更だけでなく、マイクロコンピューターのプログラム、データ等

の一部変更を含みます。また、保守用の装置、部品の接続も、改造に含みます。 

 当社が供給していない機器、又は部品類を使用したことに起因するもの。 

 使用環境や使用頻度、かご内外の質量に応じた摩耗や寿命の短期化、損傷や経年による劣化。 

※このような摩耗や経年劣化による事故を防ぐためにも、11 交換部品（51 頁～53 頁）を 

参照いただき、使用期間の目安をめどに交換部品の交換をお願いします。 

 地震・雷・風水害等の天変地変、および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の

事故、お客様の故意もしくは過失、誤用またはその他異常な条件下での使用に起因するもの。 

 エレベーターに搭載しているバッテリー・電池の劣化に起因するもの。 

 接続いただく電源品質が次の範囲を超過することに起因するもの（電圧変動+5%～-10%・電

圧不平衡率 5%・瞬時電圧低下 1msec）。 

3



 

4 

 

エレベーターの設置環境 

当社は下記の環境条件が守られない不適切な管理と使用に起因する故障又は､事故については、責任を

負いませんので、あらかじめご承知置き願います。エレベーターを安全にご利用いただくためには、下表

の設置環境が必要条件となります。本条件を維持いただくために、ガラリ、換気扇、エアコン等の適切な

設置をお願いいたします。さらに、これらの機器が適正に運用され、設置環境が維持されるよう管理をお

願いいたします。 

又エレベーター施工検討時に、設置場所の雰囲気についても確認いただいておりますが、隣接する建物

の影響等により、下記条件を満たせない状態となってしまった場合は、個別の追加対策もしくは部品の交

換頻度を上げる必要がありますので、直ちに使用を中止し、保守会社に連絡してください。 

 
表 エレベーターの環境条件 

分類 環境条件 

エレベーター 

の設置場所 

風雨 

屋内構造で外部から風雨が侵入しないこと。マンションの開放廊下に面して 

エレベーターを設置する場合など乗場が屋外に面して設置される場合は、 

乗場機器に雨水がかからず乗場から雨水が昇降路に流入しない建物構造と 

すること。また強風により円滑な戸開閉に障害のないこと。 

振動 昇降路のエレベーター構造物に振動がないこと。 

直射日光 
駆動・制御装置に直射日光が当たらないこと。 

屋外又は、屋内ガラス越しから乗場に直射日光が当たらないこと。 

地上高さ 設置場所は標高１０００ｍ以下であること。 

エレベーター 

の設置環境 

雰囲気 

金属に損耗又は腐食などを引き起こしたり、電気接点の接触障害となるよう 

な化学的有害ガス（硫化水素ガス、亜硫酸ガス、塩化水素ガス、塩素ガス、 

アンモニアガス、海岸地区における潮風）又は塵埃（鉄粉、炭塵、化学工場 

における粉塵）がないこと。爆発性のガス（メタン、石灰ガス、ブタン、 

ガソリン、アセチレン、水素、エーテル）又は粉塵（炭塵、穀粉）のないこと。 

電磁波 
エレベーターの電気信号に影響を及ぼす電磁波がないこと。 

電磁波の電界強度が１０Ｖ/ｍ以下の環境であること。 

機械室・昇降路の温度 機械室・昇降路の温度は、最低－５℃、最高４０℃の範囲内であること。 

機械室・昇降路の湿度 
機械室・昇降路内の相対湿度は、月平均９０％未満、日平均９５％を超えないこと。 

ただし、結露・氷結がないこと。 
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■3. 保守・点検の留意事項 
専門技術者の方へ保守・点検を依頼するに当たり、以下の事項を確実に守っていただくように要

請してください。 

 

 

機器の故障・破損や重大な事故のおそれがありますので、ラベルに記載した保守上の注
意事項を逸脱して保守・点検をしないでください。 

 

◎ かご上搭乗などの際には次の事項を順守してください。 

 

 

機器の故障・破損や重大な事故のおそれがありますので、かご操作盤の開戸内の自動-
手動切換スイッチを「手動」に切り換えてください。 

機器の故障・破損や重大な事故のおそれがありますので、かご上運転装置のＲＵＮ-
STOP スイッチを「STOP」側に切り換えてください。 

機器の故障・破損や重大な事故のおそれがありますので、かご上運転装置のＡＵＴＯ-
ＨＡＮＤスイッチを「ＨＡＮＤ」側に切り換えてください。 

重大な事故のおそれがありますので、釣合おもり側緩衝器にバッファーキャップを取
り付けてください。 

転落のおそれがありますので、かご上搭乗者は必ずかご上の保守作業用手すりを組立
てください。組み立てについては、次頁を参照ください。 

転落のおそれがありますので、かご上搭乗やピット進入者は必ず落下防止措置を実施
してください。 

 

 

 

 

 機器の故障・破損や事故のおそれがありますので、かご上照明を点灯するなど安全に作
業を遂行するのに十分な照度を確保してください。 

 
機器の故障・破損や事故のおそれがありますので、かご上搭乗などの際、配線を破損し
ないように注意してください。破損した配線を発見した場合、速やかに交換してくださ
い。 

 

◎保守・点検作業に従事する者は次の事項を遵守してください。 

    保守・点検作業には乗場戸錠外し鍵を用いて乗場の戸を開ける作業も含みます。 
 

 

 

機器の故障・破損や重大な事故のおそれがありますので、本書に記載の保守・点検作業
は専門技術者以外の者は従事しないでください。 

 

 

  

危険 

危険 

注意 

危険 
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◎下記組立図は代表的事例を示しています。詳細は実物でご確認ください。また、仕様により固定式
の手すりの場合もあります。その場合は下記組立作業は不要で、手すりスイッチも設置されており
ません。 

①かご上の保守作業用手すりは折り畳み式です。 ②手すりを組立前に、手すりスイッチの押さえ板

を取外す。（外さないと手すりを組立てることができ

ません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手すり収納状態 スイッチ部 

  

③押え板を手すり組立時の仮取付位置に固定する。 ④手すりを組立てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

押え板取付部 手すり組立状態 

 

 

かご上での作業が完了したら必ず手すりを折りたたみ、手すりスイッチを復帰してください。 

手すりスイッチを復帰させないと平時の運転（以下、全自動運転）ができません。 

 

  

 

かご上で作業する時は、安全確保のため必ず手すりを組立てた状態で作業してください。 

手すりは、以下に示すとおり組立ててください。 

スイッチ部 押え板取付部 

押え板 ヒモ：端部が押え板仮取付位置に結び付

けられています。 

※ヒモが切れたら必ず交換してください。 

押え板 

仮取付位置 
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◎かご上に作業者がいる状態では以下の事項を順守してください。 

 

 

 機器の故障・破損や重大な事故のおそれがありますので、全自動運転をしないでくだ
さい。 

 機器の故障・破損や重大な事故のおそれがありますので、頂部安全距離確保スイッチ
は短絡しないでください。 

 
機器の故障・破損や重大な事故のおそれがありますので、専門技術者が運転装置を操
作して点検運転する場合以外は、かご上運転装置のＲＵＮ-ＳＴＯＰスイッチを「Ｓ
ＴＯＰ」側に切り換えてください。 

 

◎ピットに入る際には次の事項を順守してください。 

 

 

 
機器の故障・破損や重大な事故のおそれがありますので、かご位置設定後かご操作盤
の開戸内のＡＵＴＯ-ＨＡＮＤスイッチを「ＨＡＮＤ」側に切り換えてください。 

 機器の故障・破損や重大な事故のおそれがありますので、ピットスイッチおよび必要
に応じあらかじめ主電源を遮断してください。 

 

◎ピットに作業者がいる状態では以下の事項を順守してください。 

 

 

機器の故障・破損や重大な事故のおそれがありますので、全自動運転をしないでくだ
さい。 

機器の故障・破損や重大な事故のおそれがありますので、底部安全距離確保スイッチ
は短絡しないでください。 

機器の故障・破損や重大な事故のおそれがありますので、手動運転する場合以外は、
ピットスイッチおよび必要に応じあらかじめ主電源を遮断してください。 

重大な事故のおそれがありますので、かご側緩衝器にバッファーキャップを取り付け
てください。 

危険 

危険 

危険 

7



 

8 

 

■４. 保守・点検用具 
 

 

機器の故障・破損や重大な事故のおそれがありますので、専門技術者以外の者は本書に
記載の保守・点検作業に従事しないでください。 

 
 
 
 

保守･点検するための専用用具は常時使用できるよう適切に保管してください。 

保守・点検に使用する専用用具は以下のとおりです。緊急時の活用、保守時の作業者の安全のため

に定期的に機能点検を実施するようにおすすめします。 

 

対象者 用具名・用途 外形図 備考 

管理者 
三菱エレベーター専用キー 

かご操作盤の開戸を開ける時に使用します｡ 
Ａ  

専門 

技術者 
ブレーキ開放装置 （機械式） 

巻上機ブレーキの開放に使用します｡ 
Ｂ､Ｇ  

 乗場戸錠外し鍵 

乗場戸の施錠を乗場側から外す時に使用します。 
— 別売 

 ブレーキ点検部品 

巻上機ブレーキの点検（調整）に使用します。 
C､Ｄ､Ｅ  

 手巻きハンドル 

閉じ込め救出時かごがおもりとバランス状態の場合に限り、 

巻上機を手動で回転させるために使用します。 

Ｆ､Ｊ  

 グリースニップル 

巻上機の給油時に使用します。 
H  

 

危険 
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〈外形図〉 

【共通】  

 

 

 

 

 

Ａ：三菱エレベーター専用キー  

【PMF020ML/027ML 巻上機用】 

 

 

 

 

             ×2 個 

 

 

 

 

 

            ×2 個 

B：ブレーキ開放装置 （機械式） C：強制開放治具 

              

 

 

 

D：調整板組立 Ｅ：隙間ゲージセット  

 

 

 

 

 

 

Ｆ：手巻きハンドル  

【PMF011MB/020MB/027MB 巻上機用】  

 

 

 

 

 

 

それぞれ×２個    

 

 

Ｇ：ブレーキ開放装置 （機械式） Ｈ：グリースニップル 

 

 

 

 

 

 

Ｊ：手巻きハンドル（及び取付ボルト）  

開放プレート 

強制開放ボルト 

【PMF020MB/027MB のみ】 【PMF011MB のみ】 
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■5. 保守･点検に使用する装置及びスイッチ 

保守･点検に使用するスイッチ、その他装置類の機能は以下のとおりです。 

装置名・機能 外形 

かご上運転装置 操作スイッチ部※ 

※ このスイッチは主にかご上で点検するときに使用し、かご上のドア装置に設置される場合と、かご

上運転装置に組み込まれる場合のいずれかとなりますので確認してください。 

 

『POWER M ON-ＯＦＦ』は停電時自動着床装置の非常電源用バッテリーから、 

かご上運転装置への電源を「入／切」するスイッチです。 

『POWER ON-ＯＦＦ』はドア運転制御用電源を「入／切」するスイッチです。 

『DOOR ON-ＯＦＦ』はドア電動開閉機能を「入／切」するスイッチです。 

  注意：二方向ドアは必ずフロント／リア 2 ケとも操作のこと 

『AUTO-ＨＡＮＤ』は「全自動／手動」運転を切り替えるスイッチです。 

『RUN-ＳＴＯＰ』はエレベーターの「運転／停止」を切り替えるスイッチです。 

注意：「(上に倒した場合)／(下に倒した場合)」を示します。 

『RUN スイッチ表示灯』は RUN-ＳＴＯＰスイッチを「ＳＴＯＰ」側に倒すことで消

灯し、元に戻すと点灯します。 

注意：RUN-ＳＴＯＰスイッチ操作に応じて、RUN スイッチ表示灯が点灯／消灯

することを確認してください。 

Ｌ 

かご上運転装置 ポータブルスイッチ部（かご上に設置） 

かご上で手動運転する場合に使用するスイッチです。AUTO-ＨＡＮＤスイッチを「Ｈ

ＡＮＤ」側にし、ＲＵＮ-ＳＴＯＰスイッチを「ＲＵＮ」側にし、ＵＰボタンを押すと

かごは上昇し、ＤＮボタンを押すとかごは下降します。 

Ｍ 

『ピットスイッチ』はレバーを下げて、又は回転し OFF することでエレベーターを

停止させるスイッチです。 
N 
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〈外形図〉 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ｌ：かご上運転装置 操作スイッチ部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｍ：かご上運転装置 ポータブルスイッチ部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一般用】 【非常用】 

Ｎ：ピットスイッチ 

UP ボタン

RUN-STOP スイッチ

DN ボタン

POWER M ON-ＯＦＦスイッチ 

POWER ON-ＯＦＦスイッチ 

DOOR ON-ＯＦＦスイッチ 

AUTO-ＨＡＮＤスイッチ 

RUN-STOP スイッチ 

RUN スイッチ表示灯 
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■6. 保守･点検事項 

本章は昇降機の正常な運行を維持するための基本的な事項を記載しています。 

下記の内容及び巻末に記載の参考図書により保守・点検を行い、エレベーターを常に適切な状態に 

維持してください。 

点検項目は 1 年未満を目安に専門技術者の点検を必要とする製品安全上の機能確認項目を主体に記載

しています。（点検インターバルはエレベーターの使用状況、使用期間、起動頻度を考慮して適宜見直

してください。） 

6-1 機械室 

6-1-1 環境状態 

 

 

 

 清掃状態、温度、湿度、その機械室内環境の異常がないなど、エレベーター

の機能上支障のないこと。 

 機械室床面に亀裂や損傷等の異常がないこと。 

 エレベーターに係る設備以外のものが設置されていないこと。 

 機械室への通路が確保されていること。 

 機械室ドアの施錠に異常がないこと。 

6-1-2 制御盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械室内には、制御盤があり、場合によりグループ制御盤、バッテリー盤が 

付くことがあります。  

 

 主開閉器等の制御機器の作動及び取付け状態の変化や異常がないこと。 

 端子の緩み及び電源遮断器（サーキットプロテクター）の異常がないこと。 

 制御盤内のラベルの内容に従って、次表の左欄に掲げる回路について、絶縁

抵抗を測定し、その値が同表中欄に掲げる使用電圧に応じ、それぞれ同表右

欄に掲げる数値以上であること。 

 

 

 

 

 

 

備考１ 絶縁抵抗は、各電源遮断器を“切り”の状態において測定すること。 

備考２ 半導体、電解コンデンサなどの電子機器を含む回路については、適当な絶縁抵

抗計を用いて測定すること。 

主な電源遮断器（サーキットプロテクター）の名称と機能 

 仕様により一部の遮断器が実装されていない場合がありますので、詳細は実

機で確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回   路 使 用 電 圧 絶縁抵抗 

電動機主回路 
300V 以下のもの 0.2 MΩ以上 

300V を超えるもの 0.4 MΩ以上 

制御回路 150V 以下のもの 0.1 MΩ以上 

信号回路 150V を超え

300V 以下のもの 
0.2 MΩ以上 

照明回路 
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 ・グループ制御盤内(グループ･コントロールが付く場合) 

名称 主な機能 

GCR 共通信号電源（DC48V）を ON／ＯＦＦする遮断器 

GCP グループ制御盤内共通電源をＯＮ／ＯＦＦする遮断器 

ACB1 グループ制御第１系統電源をＯＮ／ＯＦＦする遮断器 

ACB2 グループ制御第２系統電源をＯＮ／ＯＦＦする遮断器 

GD1 共通電源（DC５V）を ON／ＯＦＦする遮断器 

GD2 カードバスケット電源（DC５V）を ON／ＯＦＦする遮断器 

GB1 マルチカーのバックアップ第１系統電源をＯＮ／ＯＦＦする遮断器 

GB2 マルチカーのバックアップ第２系統電源をＯＮ／ＯＦＦする遮断器 

GCC グループ制御盤内コンセント電源（AC100V）を ON／ＯＦＦする遮断器 

GCW 監視盤ランプ電源（DC48V）を ON／ＯＦＦする遮断器 

HST1 グループ制御第 1 系統乗場制御電源をＯＮ／OFF する遮断器 

HST2 グループ制御第 2 系統乗場制御電源をＯＮ／OFF する遮断器 

HST3 グループ制御第 3 系統乗場制御電源をＯＮ／OFF する遮断器 

HST4 グループ制御第 4 系統乗場制御電源をＯＮ／OFF する遮断器 

G48 オプション電源（DC48V）をＯＮ／OFF する遮断器 

・制御盤内 

名称 主な機能 

MCB 制御盤動力電源をＯＮ／OFF する遮断器 

ACB マルチカー共通電源をＯＮ／OFF する遮断器 

DLCB 
照明電源をＯＮ／OFF する遮断器 

[照明トランス付の場合（トランス 1 次側）] 

SCB 照明電源をＯＮ／OFF する遮断器 

ELD 非常電源用バッテリー(DC48V)をＯＮ／OFF する遮断器 

ELDP 非常電源用バッテリー(DC48V)をＯＮ／OFF する遮断器 

COOL１ 
エレベーター専用エアコン電源をＯＮ／OFF する遮断器 

[エアコン付かつエアコン用トランス付の場合（トランス 1 次側）] 

COOL２ エレベーター専用エアコン電源をＯＮ／OFF する遮断器[エアコン付の場合] 

CP2 制御信号電源(DC48／125V)をＯＮ／OFF する遮断器 

CP3 バッテリー充電回路(AC200V)をＯＮ／OFF する遮断器 

CST ドア駆動電源をＯＮ／OFF する遮断器 

CLD 
ドア・バッテリー電源をＯＮ／OFF する遮断器（MELD 付又はオートアナウン

ス付） 

HST 乗場制御電源をＯＮ／OFF する遮断器 

GHST 増設乗場制御電源をＯＮ／OFF する遮断器 

CR1 制御信号電源(DC125V)をＯＮ／OFF する遮断器 

CR2 制御信号電源(DC48V)をＯＮ／OFF する遮断器 

BPO 非常灯､インターホン電源、バッテリー充電回路をＯＮ／OFF する遮断器 

BP 非常灯､インターホン電源をＯＮ／OFF する遮断器 

GBP 共通 Back UP 電源(DC48V)をＯＮ／OFF する遮断器（マルチカー） 

GB 共通 Back UP 電源(DC48V)をＯＮ／OFF する遮断器（マルチカー） 

LIGHT かご照明電源をＯＮ／OFF する遮断器 

PL 
制御盤コンセント、ピット照明、P 波センサー等の AC100V 電源を 

ＯＮ／OFF する遮断器 

LIH かご内コンセント電源をＯＮ／OFF する遮断器 

HAS 乗場オプション電源をＯＮ／OFF する遮断器 

CAS かごオプション電源をＯＮ／OFF する遮断器 

CRA 監視盤ランプ電源（DC48V）を ON／ＯＦＦする遮断器 

ITV ITV カメラの電源（AC２００V）を ON／ＯＦＦする遮断器 

BPS 共通 Back UP 電源(DC48V)をＯＮ／OFF するスイッチ（マルチカー） 

GCR 共通信号電源（DC48V）を ON／ＯＦＦする遮断器（マルチカー） 

GCP グループ制御盤内共通電源をＯＮ／ＯＦＦする遮断器（マルチカー） 

GCW 共通監視盤ランプ電源（DC48V）を ON／ＯＦＦする遮断器（マルチカー） 

CDB カードバスケット電源（AC200V）を ON／ＯＦＦする遮断器 
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・バッテリー盤内  

（MELD 付の場合） 

名称 主な機能 

ELD 非常電源用バッテリー(DC48V)をＯＮ／OFF する遮断器 

BPO 非常灯､インターホン電源、バッテリー充電回路をＯＮ／OFF する遮断器 

*MELD とは、停電時自動着床装置のことで、オプション仕様で設けられ 

ます。 
 

    建屋電気室のエレベーター動力電源、エレベーター照明電源の遮断器

の設置場所、遮断器名称の確認を事前に確認ください。 

 

電源遮断時の注意点 

   作業開始前にはテスターで該当部分の電源が遮断されていることを 

    必ず確認ください｡ 
 

    マルチカー等で不用意に電源を遮断すると､共通電源が遮断され､関 

    係する全エレベーターサービスが不能になります｡ 
 
 

電源を遮断してもバッテリー電源から供給される場合があります｡

エレベーターの起動電源を遮断するには､制御盤(MELD 付の場合は

バッテリー盤)遮断器｢ELD｣及び「BPO」→制御盤遮断器｢MCB｣の

順序で操作してください｡ 

（投入は｢MCB｣→｢ELD｣及び「BPO」順序で操作） 
 

    点検時に遮断した遮断器は点検終了後、安全を確認してから元に 

復帰してください。 

 

6-1-3 バッテリー 

 

 交換周期が 2 年以内であること。（名板に記載の前回の交換年月で確認） 

 外観を確認すること。（点検毎実施） 

非常電源用バッテリーに変形（膨らみ）、ひび割れ、液もれ、異常な発熱等がな

いこと。 

(詳細は「８.特にご注意いただきたいこと」を参照ください。) 
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6-1-4 巻上機(綱車) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 亀裂等の異常がないこと。 

 網車のロープ溝の摩耗及びロープスリップ等の異常がないこと。 

 

  綱車溝全周を点検し、１本でも下記①、②に該当する場合は巻上機

（綱車）の交換、又は溝の再加工が必要です。 

直ちにエレベーターの運行を休止して当社へ連絡してください。 

 

①アンダーカットがない溝がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②綱車外周面とロープの外側の面が同一あるいはロープの外側の面が

綱車外周面より（綱車の）内側に入っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロープとロープ外れ止め間の隙間及びロープ外れ止めの干渉等の異常が

ないことを確認すること。 

備考： ロープとロープ外れ止め間の隙間：2～3ｍｍとなっていることを

確認する。基準を外れている場合は、調整すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

綱車 

ロープ 

ロープ外れ止め 

2～3mm 

アンダーカットが 

ない。 

綱車溝摩耗 

ロープの外側が綱車の 

外周面と同一になるまで

摩耗している。 

綱車溝摩耗 

15



 

16 

 

6-1-5 巻上機 

（電動機 軸受・ 

グリース給油） 

 

 回転時に電動機、軸受等の異常音及び異常振動等がないこと。 

 グリース給油の詳細は「８.特にご注意いただきたいこと」を参照ください。 

規定以外の箇所からは絶対に給油しないこと。 

 

【ＰＭＦ０１１ＭＢ／０２０ＭＢ／０２７ＭＢの場合】 

 

下側ドレーンチューブに油付着が

ある場合、ブレーキトルク低下の

可能性があるため、グリースの給

油を行わず速やかに巻上機を交換

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-1-6 巻上機  

（ブレーキ） 

 

 作動が良好であること。また、スリップ等の異常がないこと。 

 静止保持ブレーキトルク確認 

かごに定格積載量の 125％の負荷を載せた場合においても、かごの位置が著

しく変動しないこと。 

スリップするおそれがあるので負荷を乗せる場合は  

かごを最下階に停止させてから実施してください。 

 

 動的ブレーキトルク確認 

かご内に定格積載量の約 110%（秤装置が作動しない程度）の負荷を乗せ 

て、定格速度で走行中、かごを急停止させた場合に、かごが停止すること。 

備考：走行中の急停止の方法 

走行中に制御盤の電源を遮断することにより、かごが急停止します。 

 可動部分の作動状態に異常がないこと。 

確認項目以外の調整、分解はしないこと。（巻上機全般） 

 

ブレーキ部及びその周辺には、絶対に油や潤滑剤などを 

塗布しないこと。 

 

異常を確認した場合は、直ちに運転を休止してください。 

 

 

上側ドレーン 

チューブ 

下側ドレーン 

チューブ 

プラグ 

（グリース注入口） 
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コイル 

ライニング 

カバー 
ペイントマーク 

トルク調整ボルト 

【ＰＭＦ０２０ＭL／０２７ＭL の場合】 

 ディスク、ライニングに異物、油の付着等の異常が無いこと。 

 ブレーキの点検に関しては、以下の項目を確認してください。 

（確認方法の詳細は「８.特にご注意いただきたいこと」を参照ください。） 

(1) コイルストロークの確認 

(2) ディスクプレートとライニングの隙間の確認 

(3) ブレーキスイッチの動作確認 

 

 調整を行った場合は、ならし運転実施後、再度、上記の各項目を 

確認してください。  

     

 ブレーキは正しく調整してください。正しく調整しないとブレーキ 

能力に支障をきたし、かごを保持できないおそれがあります。 

 

 

【ＰＭＦ０１１ＭＢ／０２０ＭＢ／０２７ＭＢの場合】 

 ライニング、コイル付近に異物、油の付着等の異常が無いこと。 

 下側のドレーンチューブに油付着がないことを確認すること。（詳細は「6-1-

５ 巻上機（電動機 軸受・グリース給油）」参照） 

※下側ドレーンチューブに油付着がある場合、ブレーキトルクが低下する可能

性があり、巻上機を交換する必要があります。 

※上側のドレーンチューブのみに油付着がある場合は、ブレーキトルクが低下

する可能性はありませんが、次回より点検毎に下側ドレーンチューブへの油

付着が無い事を確認ください。 

 トルク調整ボルト部のペイントマークのズレがないこと。（注意シールあり） 
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6-1-7 調速機 

 

 

 回転時に軸受の異常音及び異常振動等がないこと。 

 ロープ溝の摩耗等の異常がないこと。 

 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が本体名板の表示

内容のとおりであること。 

 調速機､非常止め可動部に塵､又は異物などの付着がないこと｡ 

 ガバナーロープは全長にわたり最新の定期検査業務基準書の基準に適合す

ること。 

＜給油について＞ 

※各軸部及び摺動部に給油する場合は「１０．油類一覧」を参照のこと｡ 

 

6-1-8 そらせ車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回転時に軸受の異常音及び異常振動等がないこと。 

 ロープ溝の摩耗等の異常がないこと。 

 取付け状態の変化や亀裂等の異常がないこと。 

 ロープとロープ外れ止めの隙間寸法は下図のようになっていること。 

 

 

6-2 ピット廻り 

6-2-1 環境状態 

 

 

 

 清掃状態、温度、湿度、その他ピット内（昇降路全体）環境の異常がないな

ど、エレベーターの機能上支障のないこと。 

 ピット床面に亀裂や損傷、漏水等の異常がないこと。 

 エレベーターに係る設備以外のもの（法令で認められたものを除く）が設

置されていないこと。 

6-2-2 ピットスイッチ 

 

 作動及び取付け状態の変化や異常がないこと。 

 

綱車 ロープ 

外れ止め金 

隙間寸法＝2～3mm  
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6-2-3 緩衝器 【油入緩衝器の場合】 

 取り付け状態の変化や異常がないこと。 

 プランジャーが上端まで完全に復帰していること。 

 スプリング及びプランジャーに発錆等の変化や異常がないこと。 

 油漏れ等の発生がなく、作動油の油量は下図の範囲内であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 冠水などの理由でシリンダー内部に水等が混入した場合は、油の全量を交

換すること。｢10. 油類一覧｣を参照のこと。 

 

【バネ緩衝器の場合】 

 取り付け状態の変化やバネ、溶接部に亀裂など異常がないこと。 

 金属部が錆によって甚だしく腐食していないこと。 

 

       この範囲に油面があること。 
 
【形名：SEB-○○○、LB-○○○の場合】 

          この範囲に油面があること。 
 
【形名：OB○-○○○の場合】 
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6-2-4 

ガバナーロープ用張り車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回転中に軸受の異常音及び異常振動等がないこと。 

 ロープ溝の摩耗等の異常がないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 

昇降路全高 Ａ寸法 

87m 以下 200±50mm 

87m 超 450±50mm 

 

 

 

 

 

Ａ寸法 

Ｂ 

Ｃ寸法 

かご側張り車：HG-245 【注１】Ａ寸法は表１のとおりとすること 

【注２】Ｂの角度は２０°以内に保つこと 

【注３】Ｃ寸法は５０ｍｍ以上確保すること 

Ａ寸法 

Ｃ寸法 

おもり側張り車：HGC-201 【注１】Ａ寸法は表１のとおりとすること 

【注２】Ｂ寸法は１００ｍｍ以内に保つこと 

  ※ Ｂ寸法とは取付腕が水平であった場合の 

シーブ中心に比べての降下寸法です。 

【注３】Ｃ寸法は５０ｍｍ以上確保すること 

Ｂ寸法 
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表２ 

張り車形名 Ａ寸法 

HG-327 300±50mm 

HGC-327 250±50mm 
 

  

【注１】Ａ寸法は表 2 のとおりとすること 

【注２】Ｂの角度は２０°以内に保つこと 

【注３】Ｃ寸法は５０ｍｍ以上確保すること 

かご側張り車 ：HG-327 

おもり側張り車：HGC-327 
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6-2-5 

下部ファイナル 

リミットスイッチ 

 

 作動位置及び取付け状態の変化や異常がないこと。 

終端階行過ぎ制限及び終端階停止スイッチ動作位置（mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意） 各寸法は最下階乗場床面とかご床の距離を表す。 

 スイッチの動作位置の公差は±15ｍｍ。 

 最下階乗場床面を基準に、上の方向は＋、下の方向は－。  

 

6-2-6 

かご非常止め装置・ 

おもり非常止め装置 

(オプション) 

 作動及び取付け状態の変化や異常がないこと。 

 非常止め試験を行い、異常の無いこと。 

6-2-7 

釣合鎖 

 釣合鎖に発錆・キズ等の変化や異常がないこと。 

 釣合鎖の取付け状態の変化や異常がないこと。 

 

6-2-8 

釣合おもり 

底部すき間 

 かごが最上階に着床している時の釣合おもりと緩衝器との距離が釣合お

もり本体下部に貼り付けてある名板の表示内容のとおりであること。 

 

6-2-9 

移動ケーブル及び 

取付け部 

 かごの運行時に揺れ及び捩れ等の異常が無いこと。 

 取付け状態の変化や異常がないこと。 

6-2-10 

ピット内の耐震対策 

 ピット内耐震対策に変化や異常がないこと。 

6-2-11 

冠水センサー 

(オプション) 

 

 

 

 

 

 

 

 冠水センサーの防塵カバー下部より、 

フロートを押し上げスムーズに動作 

すること。 

 塵埃の付着のないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定格速度 

（m/min） 
45･60 90 105 機能 

ス
イ
ッ
チ
名
称 

DOT -200 
行過ぎ制限 

DL -30 

DSRA 270 

終端階停止 DSR 450 1250 1250 

1DSD 1450 2600 3400 
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6-3 かご室廻り 
6-3-1 運行状態  乗心地、着床段差等の運行状態の変化や異常がないこと。 

6-3-2 

かご室の周壁･天井 

及び床 

 摩耗、発錆、腐食等の劣化がないこと。 

 

6-3-3 

かご上運転装置 

 作動及び取付け状態の変化や異常がないこと。 

6-3-4 

かごガイドシュー 

 シューの著しい摩耗、取付け状態の変化や異常がないこと。 

対象ガイドシュー：LUB-123、LUB-236、LUB-351 

シュー交換の目安：摩耗が 2mm に達したとき 

シュー厚みの初期値： 

 LUB-123：両サイド・正面共に 6mm 

  LUB-236（T140-1 レールとの組合せ）：両サイド・正面共に8mm 

      （上記以外の場合      ）：両サイド9.5mm、正面8mm 

 LUB-351（T140-1 レールとの組合せ）：両サイド・正面共に14mm 

      （上記以外の場合      ）：両サイド15.5mm、正面14mm 
 

6-3-5 かご給油器 

 

 

 給油機能に異常がないこと。 

 油量が適切であること。 

 

6-3-6 

かごの戸及び敷居 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変形・摩耗・発錆・腐食等の異常が無いこと。 

 取付け状態及び戸の隙間に変化や異常がないこと。 

 敷居溝にゴミが無いこと。 

 ドアシュー取付け状態に緩み等の異常がないこと。 

ドアシューの取付金には、計４箇所の取付穴がありますが、上段の２箇

所を使用してください。 

 

 

 

 

 

6-3-7 

かごの戸のスイッチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 作動位置及び取付け状態の変化や異常がないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準押し上げ量 ５±0.5mm 

 

基準乗り上げ量 １mm 以上 

中央開きの場合：かごの戸間距離が１８±２ｍｍ

の位置でスイッチが ON する。 

片開きの場合 ： かごの戸全閉手前９±１ｍｍの 

位置でスイッチが ON する。 

かごの戸に使用 

（参考：乗場の戸に使用） 

 

カバー（透明）開けないこと 

戸閉りスイッチカム 
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6-3-8 

戸閉め安全装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 マルチビームドアセンサーやセーフティーシュー等、戸閉め安全装置の 

動作、取付け状態などに異常がないこと。 

 セーフティーシューのストロークが３～６ｍｍで検出スイッチが動作す

ること。 

 

 

【中央引き 両側セーフティーシュー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

全開位置    最大突出時    全閉位置    最大突出時   全開位置 

 

 

【片引き ２枚戸セーフティーシュー】         【マルチビームドアセンサー 

（ＭＢＳ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

全閉位置   最大突出時   全開位置 

 

6-3-9 

戸の開閉装置 

 

 

 戸の開閉状態及び開閉時間に変化や異常がないこと。 

 開閉機構の取付け状態の変化や異常がないこと。 

 軸受の異常音及び異常振動等がないこと。 

 装置廻り、ドアレールの清掃、可動ベーン部への給油を適宜行うこと。 

 

6-3-10 

かご操作盤 

及び表示器 

 作動・表示及び取付け状態の変化や異常がないこと。 

6-3-11 

外部への連絡装置 

 

 

 かご室より呼出し及び通話ができること。 

6-3-12  

用途・積載量・定員等 

の標識 

 用途、定格積載量及び定員が表示されていること。 

6-3-13 照明 

 

 

 球切れやちらつき等の異常がないこと。 

 床面で 50 ルクス以上の照度があること。 

 

6-3-14 停電灯装置 

 

 

 点灯状態に異常がないこと。 

（バッテリーで連続点灯させ３０分経過した後の床面照度が１ルクス以上） 

＜ 突出寸法（ｍｍ）＞ 

扉 
出入口 

（１０） 

４８±２ 

又は６０±２ １５±２ 

６±２ 

（１０） 

４８±２ 

又は６０±２ 

ｾｰﾌﾃｨ-ｼｭｰ 

１３±２ 

４８±２ 

又は６０±２ （１０） １５±２ 
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6-3-15  

かご床先と昇降路壁 

の水平距離 

 

 出入口の床先とかごの床先との水平距離が４ｃｍ以下、かご床先と昇降路

壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る)との水平距離が 12.5ｃｍ以下

であること。 

6-3-16  

かご上綱車 

【2;1 ローピングの 

場合】 

 

 

 

 

 

 回転中に軸受の異常音及び異常振動等がないこと。 

 ロープ溝の著しい摩耗等の異常がないこと。 

 取付け状態の変化や亀裂等の異常がないこと。 

ロープとロープの外れ止めは下図のとおりであること。 

6-3-17 秤装置 

 

 

 秤装置は定格積載量の１１０％までに作動すること。 

 秤装置が作動すると戸開放状態のままとなり､かご内乗り過ぎ警報アナウ

ンス「満員です｡後からお乗りの方はお降りください｡ブー､ブー・・・」を

確認する。 

 定格積載量を超える分の負荷を降ろすと､乗り過ぎ警報アナウンスを停止

し､扉は自動戸閉して通常運転になることを確認する。 

 必要に応じ、秤装置の調整を実施すること。 

（調整方法の詳細は「8.特にご注意いただきたいこと」を参照ください。） 

 

 

6-4 昇降路 
6-4-1 環境状態 

 

 

 清掃状態、温度、湿度、その他昇降路全体環境の異常がないなど、エレベ

ーターの機能上支障のないこと。 

6-4-2  

上部ファイナル 

リミットスイッチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 作動位置及び取付け状態の変化や異常がないこと。 

終端階行過ぎ制限及び終端階停止スイッチ動作位置（mm） 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）スイッチの動作位置の公差は±１５mm。 

最上階乗場床面を基準に、上の方向は－、下の方向は＋。  
 

綱車 ロープ 

外れ止め金 

隙間寸法＝2～３mm   

定格速度 

(m/min) 
45･60 90 105 機能 

ス
イ
ッ
チ
名
称 

UOT -2０0 
行過ぎ制限 

UL -30 

USRA 270 

終端階停止 USR 450 1250 1250 

1USD 1450 2600 3400 
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6-4-3  

主索及びその取付部 

 

 

 

 ロープは全長にわたり破断、摩耗及び発錆等の異常がなく最新の定期検査

業務基準書の基準に適合すること。 

２箇所停止や特定の階への停止が多い場合には、ロープの摩損進行 

が早くなる傾向があります。摩損進行の傾向と起動回数を考慮の上、 

適宜点検、交換を計画してください。 

 

主ロープのストランド間（谷部）に赤錆が確認される場合には、ロー 

プ内部に損傷が発生している可能性があります。錆の進行ならびに 

直径の変化を継続的に点検し、交換を計画してください。 

 

 取付状態の変化やダブルナット及び割ピンの劣化等の異常がないこと。  

 全ての主索が、ほぼ均等な張力であること。 

 

主索には「高トラクション油含浸型特殊ワイヤーロープ」を使用して 

おります。交換時の部品は必ず当社にご用命ください。 

 

新設稼動時及びロープ交換後はロープ伸びが発生するため、張力、 

釣合おもり底部隙間はロープ伸びが収まるまでは、特に注意して 

点検してください。 

 

 

6-4-4  

ガバナーロープ 

 

 ロープは全長にわたり破断、摩耗及び発錆等の異常が無く最新の定期検査

業務基準書の基準に適合すること。 

 

6-4-5 

釣合おもり 

ガイドシュー 

 

 シューの著しい摩耗、取付け状態の変化や異常がないこと。 

対象ガイドシュー：LUB-123、LUS-126、LUS-128、LUS-233 

シュー交換の目安：摩耗が 2mm に達したとき 

シュー厚みの初期値： 

 LUB-123：両サイド・正面共に 6mm 

  LUS-126：両サイド 5.5mm、正面（曲げ R 側）7.5mm 

  LUS-128：両サイド・正面共に 6mm 

 LUS-233（T140-1 レールとの組合せ）：両サイド・正面共に 8mm 

      （上記以外の場合      ）：両サイド 9.5mm、正面 8mm 
 
 

6-4-６給油器 

（釣合おもり） 

 

 給油機能に異常がないこと。 

 油量が適切であること。 

 

6-4-７ 

ガイドレール 

ブラケット 

 取付け状態の変化や異常がないこと。 

 錆、変形、摩耗等の異常がないこと。 
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6-4-８  

ドアインターロック・ 

スイッチ 

【IL-33 の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 作動位置及び取付け状態の変化や異常がないこと。 

 インターロックローラ部への給油を適宜行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

6-4-８  

ドアインターロック・ 

スイッチ 

【IL-24 の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 作動位置及び取付け状態の変化や異常がないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-4-９  

ドアクローザー 

 

 

 

 

 

 

 乗場の戸がどの位置においても、自閉する機能に異常が無いこと。 

 オモリ式クローザー 

  滑車と外れ止めの間隙は 2.5ｍｍ以下。 

 ゼンマイバネ式クローザー 

  ゼンマイバネの巻数は全閉状態で２～３巻きあること。 

 

 

上下・左右の間隙（遊び）は２±１mm 

接点のフォローアップ量は２．５±１mm 

４つの板バネ接点が均等に、且つ ほぼ同時に、

短絡接点に接触職開始すること。 

 

 

上下の掛りは １０  mm 

左右の間隙は ２±１mm 

 

＋１ 

 0 

 

接点のフォローアップ量は２．５±１mm 

４つの板バネ接点が均等に、且つ ほぼ同時に、 

短絡接点に接触開始すること。 
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6-4-１０  

ハンガーローラー 

及び連動ロープ 

（かごドア共通） 

 開閉時に軸受の異常音及び異常振動等がないこと。 

 取付け状態の変化や異常がないこと。 

 ハンガーのおどり止め（アップスラストローラ）とレールとの間隙は 0.1

～0.3mm に維持すること。 

 連動ロープの張力は、戸が全開状態でロープの中央を 10N の力で押した

時のたわみ量を以下のとおりに維持すること。 

中央開き   20±1mm 

片開き     10±1mm 

 連動ロープ素線の破断等の異常が無いこと。 

 連動ロープの固定部の緩みや素線の破断等の異常がないこと。 

 タイミングベルトの張力は、戸が全開状態でベルトの中央を５Ｎの力で 

押したときのたわみ量を以下のとおり維持すること。 

中央引き戸 １２±２mm 

片引き戸 １２±２mm 

 タイミングベルトの固定部の緩みや、ベルトにクラック発生等の異常が 

ないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-4-１１ 

ドアレール 

 摩耗及び発錆等の異常が無いこと。 

6-4-１２  

乗場の戸及び敷居 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変形・摩耗・発錆・腐食等の異常が無いこと。 

 取付け状態及び戸の隙間に変化や異常がないこと。 

 ドアレール、敷居溝の清掃を行うこと 

 ドアシュー取付け状態に緩み等の異常がないこと。 

ドアシューの取付金には、計４箇所の取付穴がありますが、下段の 

２箇所を使用してください。 

 

 

 

 

 

 

6-4-１３  

昇降路周壁 

 

 

 昇降路周壁に亀裂や損傷等の異常が無いこと。 

 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態に変化や異常がないこと。 

 エレベーターに係る設備以外のもの（法令で認められたものを除く）が 

設置されていないこと。 

6-4-１４  

昇降路内の耐震対策 

 昇降路内耐震対策に変化や異常がないこと。 

 

 

（かごの戸に使用） 

乗場の戸に使用 

 

締付トルクは 

１１～１５Ｎ・ｍ 

ハンガープレート 

 ハンガーローラ 

ドアレール 

アップスラストローラ 

０．１～０．３mm 

ハンガープレート 

中央引き戸：２０±１mm 
片引き戸：１０±１mm 

１０Ｎ 

連動ロープ 

中央引き戸：１２±２mm 

片引き戸：１２±２mm 
５Ｎ 

タイミングベルト 
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6-4-１５  

釣合おもり 

 釣合おもりのウエイトの固定状態に異常がないこと。 

6-4-１６  

釣合おもりの綱車 

【2:1 ローピングの 

場合】 

 

 回転中に軸受の異常音及び異常振動等がないこと。 

 ロープ溝の摩耗等の異常がないこと。 

 取付け状態の変化や亀裂等の異常がないこと。 

 ロープとロープ外れ止めの隙間寸法は下図のようになっていること。 

 

 

 

 

 

6-5 乗場廻り 
6-5-1  

乗場ボタン及び 

表示器 

 作動・表示及び取付け状態の変化や異常がないこと。 

6-5-2 

非常解錠装置 

 乗場戸錠外し鍵で解錠できること。 

 作動及び取付け状態の変化や異常がないこと。 

6-6 その他の点検事項（該当する場合に実施のこと） 

6-6-1 

地震時管制運転装置 

 地震時管制運転のフローどおりの運転動作を行い、異常がないこと。 

6-6-2 

火災時管制運転装置 

 火災時管制運転のフローどおりの運転動作を行い、異常がないこと。 

6-6-3 

停電時自動着床装置 

 停電時救出運転のフローどおりの運転動作を行い、異常がないこと。 

 バッテリーにおいてふくらみ等の異常がないこと。 

6-6-4 

乗場戸遮煙構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 気密材の取付け状態の変化、汚れ等の異常がないこと。 

   気密材の亀裂、欠損、継ぎ目の隙間がないこと。 

   気密材の脱落、変形（ヨレ）がないこと。 

   気密材の接触状態、摺動音に問題ないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-6-5 

非常用エレベーター 

 非常運転のフローどおりの運転動作を行い、異常がないこと。 

■7. 状態表示装置 
制御盤、かご上運転装置（かご上ステーション）、グループ制御盤〔マルチカーの場合〕には制御異常

等の運転状態を表示する装置があり、その表示内容を説明したラベルがそれぞれ貼付けられています。

運転状況を確認する場合の参考情報として活用してください。 

       
  ＜側部＞   ＜上部＞  注意：戸袋部で確認       ＜下部＞ 

                 各部の調整寸法図  ※単位はｍｍ 

〔ドアと三方枠間の寸法+0.4〕    〔ドア間の寸法+0.4〕 

 

綱車 ロープ 

外れ止め金 

隙間寸法＝２～３mm   

4.2 

5
.
8 
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■8. 特にご注意いただきたいこと 

 
保守、点検時に特に注意を要する部分につき、本章に記載していますのであらかじめご確認ください。 

 
 

作業の際は「３．保守･点検の留意事項」を遵守ください。 
 

【PMF020ML/027ML 巻上機の場合】 

8-1 巻上機ブレーキの点検方法（調整方法） 

   以下の手順に従って、巻上機ブレーキの点検（及び調整）を実施してください。 

 ブレーキ点検は かご内無負荷で かごを最上階に停止させて実施してください。 

 

 

 

図１ ブレーキ外形図 

(1) ｱｰﾏﾁｭｱ 

(3) ｺｲﾙ 

(4) ﾛｯｸﾅｯﾄ 
 （ｽﾄﾛｰｸ調整ﾎﾞﾙﾄ） 

(5) ｽﾄﾛｰｸ調整 
ﾎﾞﾙﾄ 

(6) ﾗｲﾆﾝｸﾞ 
 (反ﾓｰﾀ側) 

(7) ﾗｲﾆﾝｸﾞ 
 (ﾓｰﾀ側) 

(8) 隙間調整 
ﾎﾞﾙﾄ 

(9) 隙間調整ﾊﾞﾈ 

(10) ﾛｯｸﾅｯﾄ 
 (隙間調整ﾎﾞﾙﾄ) 

(2) ﾌｨｰﾙﾄﾞ 

(11) ｶﾞｲﾄﾞﾋﾟﾝ 

(12) ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ(8 ヶ) 

(14) ﾌﾞﾚｰｷｽｲｯﾁ 

(15) ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ 

(16) ﾌﾞﾗｹｯﾄ 

(17) 強制開放ﾎﾞﾙﾄ 

(18) 開放ﾌﾟﾚｰﾄ 

 注意 (17)、(18)は強制

開放の指示のある場合のみ

取付けること。 

通常は取外しておき、付属品

と共に保管しておくこと。 

ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ 
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8-1-1 ブレーキ点検方法 

8-1-1-1 コイルストロークの確認 

調整治具の取付け 

①ブレーキの吸引・落下動作時に、フィールド(2)、アーマチュア(1)が円滑に動作することを確認

する。 

②左右両方のブレーキが“落下”（ブレーキ制動）状態にあることを確認する。 

③治具の調整板(19)から M10 ボルト(20)と M10 ナット(21)を取外す。（２ヶ所） 

④調整板(19)をコイル中心部に M12 ボルトで取付け、スパナで締め込む。（図２参照） 

⑤調整板(19)に M10 ボルト(20)と M10 ナット(21)を取付ける。 

⑥両側の M10 ボルト(20)がフリーであることを確認して、フィールド(2)にジャストタッチ（手で

締め込んだ時、急に重くなる位置）するまで、手締めで締め込む。 

※スパナを用いて締め込まないこと。 

⑦M10 ナット(21)を手締めで締め、ロックさせる。 

※スパナを用いて締め込まないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) 調整板 
(22) M12 ボルト 

(21) M10 ナット 

(20) M10 ボルト 

図２ 調整治具の取付 

(2) フィールド 

(19) 調整板 

(20) M10 ボルト 

(21) M10 ナット 

(1) アーマチュア 
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隙間 C 隙間 D 

(20) M10 ボルト 

(2) ﾌｨｰﾙﾄﾞ 

ｺｲﾙｷﾞｬｯﾌﾟ  

隙間ゲージ(0.15mm) 

 
ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ 

3mm 

隙間ゲージ(0.15mm) 

図４ コイルギャップの確認(全周) 

 全周にわたって隙間ゲージが 

挿入できることを確認する。 

コイルストロークの確認 

⑧ブレーキを電気的に“吸引”し、M10 ボルト(20)のネジ先端とフィールド(2)の間の隙間を確認す

る。（図３参照） 

・確認方法 

(i) “隙間 C”に隙間ゲージを挿入し、隙間を測定する。(表１を参考に、適切な隙間ゲージの

組合せを作成すること。) 

(ii) 表２を参照して、“隙間 C”の測定値に対応する“隙間 D”の確認値で、“隙間 D”を確認

する。  

(iii) “隙間 D”の値が表２に示された確認値から外れた時は、ストロークを適切に設定できて

いないので、治具を取外し、“8-1-2-1 コイルストロークの調整”を行う。 

例.) “隙間 C”が 0.55～0.6mm の間にあった場合、表２の“0.55”の行を参照し 

“隙間 D”の値が 0.75～1.00mm の間にあることを確認する。 

“隙間 D”が 0.75mm より小さい、あるいは 1.00mm より大きい場合には、コイルス

トロークの調整を行うこと。  

※ 両側のブレーキストロークの確認が終了したら、調整治具と隙間ゲージをブレーキ開放レバー

と共に保管しておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コイルストロークの最終確認 

⑨ ダストカバー(15)をずらす。 

⑩ 0.15ｍｍの隙間ゲージをコイルギャップ（アーマチュア(1)とフィールド(2)の間）に挿入し、全周

にわたって 3mm 以上隙間ゲージが挿入できることを確認する。(図４参照) 

⑪ 全周に 0.15mm の隙間ゲージが挿入できなかった場合は、当社に連絡願います。 

⑫ ダストカバー(15)を戻す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 隙間ゲージの挿入 
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表１ 隙間ゲージ(巻上機付属品)の組み合わせ方法 

厚み 
枚数 

厚み 
枚数 

0.1t 0.15t 0.5t 0.1t 0.15t 0.5t 

0.30 3   0.7 2  1 

0.35 2 1  0.75 1 1 1 

0.40 4   0.8 3  1 

0.45 3 1  0.85 2 1 1 

0.50   1 0.90 4  1 

0.55 4 1  0.95 3 1 1 

0.60 1  1 1.00 2 2 1 

0.65  1 1 1.05 4 1 1 

 

表２ コイルストロークの確認 

隙間Ｃの 
測定値 

隙間Ｄの確認値 

下限(挿入可) 上限(挿入不可) 

0.55 0.75 1.00 

0.60 0.70 0.95 

0.65 0.65 0.90 

0.70 0.60 0.85 

0.75 0.55 0.80 

0.80 0.50 0.75 

0.85 0.45 0.70 

0.90 0.40 0.65 

0.95 0.35 0.60 

1.00 0.30 0.55 

 

 

8-1-1-2  ディスクプレートとライニングの隙間の確認 

ブレーキ開放状態で、ディスクプレートとライニングの隙間の振分けを確認する。 

目視にて、ディスクプレートと左右のライニング間の隙間が、ほぼ均等であり、ブレーキが摺って

いないことを確認すること。ペンライトなどで反対側から照らすと、隙間の確認がしやすい。 

隙間が確保されていない場合は、“8-1-2 ブレーキ調整”を実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図５ 隙間の確認 

隙間Ａ 

隙間Ｂ 
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8-1-1-3 ブレーキスイッチの動作確認 

以下にブレーキスイッチの確認方法を示す。(各部品名称は図１を参照のこと。) 

①隙間ゲージ（巻上機付属品）を準備する。 

・板厚は 0.1t×2 枚、 0.12t×1 枚を使用する。 

  0.12t の隙間ゲージで動作検出を確認する  

②アーマチュア(1)とフィールド(2)の間に 0.12t の隙間ゲージを挿入する。 

・隙間ゲージ挿入要領 図 6 を参照のこと。 (※2 ヶ所から同時に挿入する。) 

・隙間ゲージ先端がロッドに当るまで挿入する。(※ケガキ線が見えなくなるまで挿入する。) 

③強制開放ボルト(17)、プレート(18)を取付け、強制開放ボルト(17)を締め込む。 

・強制開放ボルト(17)を隙間ゲージが動かなくなるまで締めこむ。 (※締め込み過ぎないこと。) 

④ブレーキスイッチが動作していることを確認する。 

・③を終えた状態で、スイッチが動作していることを確認する。  

・動作していない場合には、調整が必要となる。 

⑤強制開放ボルト(17)を緩める。 

  0.2t の隙間ゲージで動作しないことを確認する  

⑥アーマチュア(1)とフィールド(2)の間に 0.1t×2 枚(0.2mm)の隙間ゲージを挿入する。 

・②と同じ要領で実施する。 

⑦強制開放ボルト(17)を締め込む。 

・③と同じ要領で実施する。 

⑧ブレーキスイッチが動作していないことを確認する。 

・⑦を終えた状態で、スイッチが動作していないことを確認する。 

・動作している場合には、調整が必要となる。 

⑨強制開放ボルト(17)、開放プレート(18)を取り外す。 

・確認完了。 

ブレーキスイッチの位置を確認した際に異常が見られた場合には、“8-1-2-3 ブレーキスイッチの動作

調整”に従い、ブレーキスイッチの調整確認を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｹｶﾞｷ線 

挿入方向に対し、外側の線を 

用いる 

図６ 隙間ゲージの挿入要領 

(15) ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ 

ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰをずらし、隙間ゲージを挿入する。 

(1) ｱｰﾏﾁｭｱ 

(2) ﾌｨｰﾙﾄﾞ 

ｺｲﾙｷﾞｬｯﾌﾟ 

ｱｰﾏﾁｭｱとﾌｨｰﾙﾄﾞ 

間の隙間 

(12) ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ ６ヶ 

ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ 

(17)(18) 

強制開放ボルト、ﾌﾟﾚｰﾄ 

ﾛｯﾄﾞ 

５０° 

２０° 

隙間ゲージ 

・隙間ゲージがﾛｯﾄﾞに当るまで挿入す

ること 

ｹｶﾞｷ線 

ｹｶﾞｷ線が隠れるまで挿入する。 

隙間ゲージが矢印の方向に動か

なくなるまで開放ﾎﾞﾙﾄ(17)を締

め込む。 

（締込み過ぎないこと） 

挿入方向 

隙間ゲージ 
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8-1-2  ブレーキ調整 

 

ブレーキ調整を行う時は、ブレーキを片側１個ずつ調整すること。 

 

絶対に同時に調整しないこと。かごが動き出すおそれがあります。 

 

8-1-2-1  コイルストロークの調整（図７参照） 

コイルストロークを基準値内に設定する。(基準値： 0.65～0.8mm) 

コイルストローク調整方法の手順を以下に示す。(各部品名称は図１を参照すること。) 

①ロックナット(ストローク調整ボルト)(4)を緩める。 

②強制開放ボルト(17)、プレート(18)を取付け、強制開放ボルト(17)を完全に締め込み、ブレーキを

開放する。 

③ロックナット(隙間調整ボルト)(10)を緩める。 

④隙間調整バネ(9)がフリーになるまで、隙間調整ボルト(8)を緩める。 

⑤反モータ側のライニング(6)がディスクに押し当てられ、モータ側のライニング(7)とディスクの間に

隙間があることを確認する。  

※モータ側のライニング(7)とディスクとの間に隙間がない場合には、ストローク調整ボルト(5)を

反時計周りに回して、隙間を開けること。 

⑥ストローク調整ボルト(5)を締め込み、ディスクにライニング(7)をジャストタッチ(手で締め込んだ

時、急に重くなる位置)するまで締め込む。 

※締め込み過ぎないよう注意すること。 

⑦下記に従ってストローク調整ボルト(5)を反時計回りに緩める。  

・90° (1/4 回転)  

⑧ ロックナット(ストローク調整ボルト)(4)をロックする。 

※ストローク調整ボルト(5)を回さないように注意すること。 

⑨ 強制開放ボルト(17)、開放プレート(18)を取り外す。  

⑩これにより、コイルストロークは 0.65～0.8mm に設定される。 

⑪調整後“8-1-1-1 コイルストロークの確認”を実施し、基準外の場合には再度本項を実施する。 

※コイルストロークの調整を行った場合は、次項“8-1-2-2 ディスクプレートとライニング隙間の

振分け”を実施すること。 

 

 

 

 

 

 

(8) 隙間調整ボルト 

⑥ｼﾞｬｽﾄﾀｯﾁまで締め込む 

⑦指定の角度緩める 

図７ コイルストロークの調整 

(4) ﾛｯｸﾅｯﾄ 

  (ｽﾄﾛｰｸ調整ﾎﾞﾙﾄ) 

(5)ｽﾄﾛｰｸ調整ボルト 
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図８ 隙間の振分け 

8-1-2-2 ディスクプレートとライニング隙間の振分け 

     以下に隙間の振分け手順を示す。(各部品の名称は図 1 を参照のこと) 

本作業前に 8-1-2-1 コイルストロークの調整を実施済みの場合 

①強制開放ボルト(17)、開放プレート(18)を取付け、強制開放ボルト(17)を完全に締め込み、ブレー

キを開放する。 

②ロックナット(隙間調整ボルト)(10)を緩める。 

・ロックナット(10)を緩める際、隙間調整ボルト(8)がロックナット(10)と一緒に回転しないよう、

固定すること。 

③隙間調整ボルト(8)の頭が、アジャストホルダーから離れるまで緩める。 

④隙間調整ボルト(8)をジャストタッチ(手で締め込んだ時、急に重くなる位置)するまで締めこむ。 

⑤さらに隙間調整ボルト(8)を約 120°（1/3 回転）締めこむ。 

⑥ライニング(6)(7)とディスクとの隙間を確認する。 

・作業灯を目視する反対側から照らすと確認しやすい。 

⑦微調整 

・調整はブレーキ左右両側にある隙間調整ボルト(8)で行うが、片側ずつ交互に行う。 

・同時に両側を緩めないこと(締め込まないこと)。 

・以下隙間“Ｂ”側ライニング(7)が摺っている場合の調整手順を示す。  

⑧隙間調整ボルト(8)を緩める。(注１) 

・一回の調整量は約 1/12 回転(30°)のこと。  

 

(注 1) 

隙間調整ボルト(8)を緩めた時 

: 隙間“Ｂ”は増加する 

: 隙間“Ａ”は減少する 

隙間調整ボルト(8)を締め込んだ時 

: 隙間“Ａ”は増加する 

: 隙間“Ｂ”は減少する 

 

 

⑨ロックナット(隙間調整ボルト)(10)を確実に固定。 

・ロックナット(隙間調整ボルト)(10)を締めこむ際にも、 隙間調整ボルト(8)が回転しないよう固定

すること。 

⑩反対側の隙間調整ボルト(8)についても⑦～⑨を実施する。 

⑪目視にて隙間を確認する。 

・隙間が均等になるように ⑦～⑩を繰り返す。  

・“Ａ”側ライニング(6)が摺っていた場合は隙間調整ボルト(8)を締め込んで調整のこと。 

⑫強制開放ボルト(17)、開放プレート(18)を取り外す。 

⑬空回しのスロー運転にて、ライニング(6)(7)の引き摺り音が発生していないか確認する。 

・数回運転後、ライニング隙間が確保されているか、再度確認する。 

 振分け調整のみを実施する場合 (ブレーキ引き摺りの手直しをする場合) 

・上記 ①②⑥～⑬を実施する。 {※③④⑤ は実施不要。} 

隙間Ａ 

隙間Ｂ 

(8) 隙間調整ボルト 

(10) ﾛｯｸﾅｯﾄ(隙間調整ボルト) 

ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾙﾀﾞｰ 

(7)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(ﾓｰﾀ側) 

(6)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(反ﾓｰﾀ側) 

ﾃﾞｨｽｸ 
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8-1-2-3 ブレーキスイッチの動作調整 

ブレーキスイッチの動作位置を確認して異常があった場合に、スイッチの調整を実施すること。(動作

確認方法は 8-1-1-3 を参照のこと。) 

     以下に調整・確認方法を示す。 (各部品名称は図１を参照のこと。) 

 

①隙間ゲージ（巻上機付属品）を準備する。 

・板厚は 0.1t×2 枚、 0.12t×1 枚、 0.15t×1 枚を使用する。 

 0.15t の隙間ゲージでスイッチを設定する  

②アーマチュア(1)とフィールド(2)の間に隙間ゲージを挿入する。 

・板厚 0.15t の隙間ゲージを挿入する。 

・隙間ゲージ挿入要領 図 6 を参照のこと。 (※2 ヶ所から同時に挿入する。) 

・隙間ゲージ先端がロッドに当るまで挿入する。(※ケガキ線が見えなくなるまで挿入する。) 

③強制開放ボルト(17)、開放プレート(18)を取付け、強制開放ボルト(17)を締め込む。 

・強制開放ボルト(17)をゲージが動かなくなるまで締めこむ。 (※締め込み過ぎないこと。) 

④ブレーキスイッチ取付ネジを緩める。 (図９参照) 

・ブレーキスイッチの位置が微調整できるようになる。 

⑤ブレーキスイッチをゆっくり押しこむ。 

・動作音(カチッ)がした位置で、ブレーキスイッチ取付ネジを締めてブレーキスイッチを固定する。 

⑥強制開放ボルト(17)を緩める。 

  0.12t の隙間ゲージで動作検出を確認する  

⑦アーマチュア(1)とフィールド(2)の間に 0.12t の隙間ゲージを挿入する。 

・②と同じ要領で実施する。 

⑧強制開放ボルト(17)を締め込む。 

・③と同じ要領で実施する。 

⑨ブレーキスイッチが動作していることを確認する。 

・⑧を終えた状態で、スイッチが動作していることを確認する。  

・動作していない場合には②に戻って調整をやり直す。 

⑩強制開放ボルト(17)を緩める。 

  0.2t の隙間ゲージで動作しないことを確認する  

⑪アーマチュア(1)とフィールド(2)の間に 0.1t×2 枚(0.2mm)の隙間ゲージを挿入する。 

・②と同じ要領で実施する。 

⑫強制開放ボルト(17)を締め込む。 

・③と同じ要領で実施する。 

⑬ブレーキスイッチが動作していないことを確認する。 

・⑫を終えた状態で、スイッチが動作していないことを確認する。 

・動作している場合には、②に戻って調整をやり直す。 

⑭強制開放ボルト(17)、開放プレート(18)を取り外す。 

・設定完了。 

 

 

 

 

ﾌﾞﾚｰｷｽｲｯﾁ ﾌﾞﾚｰｷｽｲｯﾁ取付ﾈｼﾞ 

図９ ブレーキスイッチ調整 

押し込む 
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8-2 巻上機（電動機軸受）へのグリース給油 

【PMF020ML/027ML 巻上機の場合】 

グリースの交換は 2 年毎、制動面への油付着確認は１年毎に行うこと。 

グリース給油量：下表による。 

巻上機形名 
モータ側 

（モータ側軸受台） 

軸受台側 

（ブレーキ側軸受台） 

PMF020ML 150g 50g 

PMF027ML 150g 50g 

｢10. 油類一覧｣を参照のこと。 

 

グリース給油方法 

モータ側 

①軸受カバーを取り外す。 

②グリースニップルから約 50g のグリースを給油する。  

③軸受カバー内と軸受の隙間に残っている古いグリースを確実に除去すること。 

④軸受カバー裏の上部に新しいグリースを 50g 塗布する。 

⑤軸受の隙間に新しいグリースを 50g 詰める。 

⑥軸受カバーを取付ける。 

 

軸受に異物が混入しないように注意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軸受ｶﾊﾞｰ 

軸受 

ｸﾞﾘｰｽ 
(軸受内隙間) 

ｸﾞﾘｰｽ 
(軸受ｶﾊﾞｰ上部) 

取外す 

グリースニップル 
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軸受台側 

①軸受台側の排油口のｶﾊﾞｰを取り外す。(カバーを付けたまま、給油をしないこと。) 

②給油前、排油口の出口付近のグリースを除去すること。 

③軸受台上部のグリースニップルから約 25g 給油後、HAND 運転にて巻上機綱車を１回転させ、

再度約 25g の給油を行うこと。 

④給油後、排油口内及び排油口出口付近のグリースを除去する。 

⑤給油後、排油口のカバーを取付ける。 

 

グリース給油時、グリースのブレーキライニング及びブレーキディスクへの飛散に注意するこ

と。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【PMF011MB/020MB/027MB 巻上機の場合】 

グリースの交換は 2 年毎、制動面への油付着確認は１年毎に行うこと。 

グリース給油量：下表による。 

巻上機形名 給油量 

PMF011MB 500g 

PMF020MB 900g 

PMF027MB 900g 

｢10. 油類一覧｣を参照のこと。 

 

グリース給油方法 

①エンコーダ上部のプラグを取り外し、付属のグリースニップルを取り付ける。 
※ねじ穴部シールの残りを完全に除去の上、グリースニップルを取り付けること。 

②指定量の１／４注入毎に巻上機綱車を１８０°回転させながら注油すること。 
③グリースを注入していくと、補充された新しいグリースにより、劣化した古いグリースが排出口より

黒いゴムチューブを通って排出されるので、最後に黒いゴムチューブ内のグリースを搾り出し近辺に

付着したグリースを拭き取ること。 

④グリース補給後グリースニップルを取り外し、元のプラグのネジ部にシールテープを巻いてから取付

けること。 

 

グリースニップル 

軸受 
軸受ｶﾊﾞｰ 

排油口 
ｸﾞﾘｰｽ 

排油口からこの部分のｸﾞﾘｰｽを除去 
排油口カバー 
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ﾌﾞﾚｰｷ  

ﾌﾞﾚｰｷ開放ﾚﾊﾞｰ 

ﾌﾞﾚｰｷ  

開放  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
8-3 ブレーキ開放装置の使用方法 
 

【PMF020ML/027ML 巻上機の場合】 

機械室にある巻上機ブレーキを開放する方法は次のとおりです。 

 

①開放レバーをブレーキコイルのセンターに装着後、Ｍ16 ボルトを手締めにて締め込む。 

この時、スパナ等を用いるとボルトを締め過ぎて、ブレーキが開放状態になってしまうので注意する

こと。 

禁止：スパナ・レンチを用いない ブレーキ開放のおそれあり 

 

②開放レバーを下図のように交差させた状態で手前に引くとブレーキが開放する。 

（操作時、ブレーキスイッチに接触して破損しないように注意すること。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

グリースニップル 

プラグ 

エンコーダ 
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【PMF011MB/020MB/027MB 巻上機の場合】 

機械室にある巻上機ブレーキを開放する方法は次のとおりです。 
 

①開放ボルトをアーマチュアのセンターに、開放ボルト頭とアーマチュアとの間隔が１５ｍｍ程度と
なる様に手締めで装着して、開放レバーを差し込む。この時、開放レバーのガタツキができるだけ小
さくなるように開放ボルトの締め込み量を調整すること。又ボルトを締め切るとブレーキが開放状
態になってしまうので注意すること。 

禁止：スパナ・レンチを用いない ブレーキ開放のおそれあり 

 
②開放レバーを下図のように交差させた状態で奥側に押すとブレーキが開放する。 

（操作時、ブレーキスイッチに接触して破損しないように注意すること。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

開放レバー 

開放レバー 

特殊ワッシャー 

アーマチュア 

開放ボルト 

取っ手 

傾斜加工部 特殊ワッシャー取付の向きを間違うと
開放できなくなる恐れがあるため注意
のこと。 
（PMF020MB/027MB の場合） 

開放 開放 
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8-4 非常止めの動作試験方法  
 

①機械室にて、調速機の爪を動作させて過速検出

スイッチの端子を短絡する。  

②かご上及びピットに人がいない状態で、かご内

にて手動でダウン運転すると、非常止めが作動

し非常止め動作検出スイッチによりエレベー

ターが起動不能となることを確認する。 

③過速検出スイッチの端子の短絡を外した後、制

御盤安全回路のテスト端子（基板 KCA-９４

XX にあり） ７９－７３間、７７－７８間を

それぞれ一時的に短絡する。 

④ピット及びかご上に人がいない状態で、かご内

にて手動でダウン運転を行い、巻上機が回転し

ても、かごが下降しなくなることによって、非

常止めが作動したことを機械室にて確認する。 

⑤機械室で機械装置、ガバナーロープに損傷がないことを確認する。更にかご上でかごの水平度が 

１／３０以内であることを確認する。 

⑥ピット及びかご上に人がいない状態で、かご内にて手動でアップ運転を行い非常止めを復帰させる。 

⑦制御盤安全回路のテスト端子 ７９－７３間、７７－７８間の短絡を外す。 

⑧機械室にて、調速機の爪とトリップレバーの係合を戻し、過速検出スイッチのレバーを復帰する。 

 

  

トリップレバー 

ガバナー 

ロープ 

綱車 

過速検出 

スイッチ 

爪 

スイッチレバー 

カゴ下降方向 

（綱車回転方向） 
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8-5 秤装置の調整及び設定方法 
 
8-5-1 秤装置の調整が必要な場合 
 
 乗り過ぎ検出機能が正常に動作しない場合には秤装置の調整及びデータ設定が必要となるので、 

以下の手順に従い調整してください。 

※ 秤装置は１:１ローピングの場合はかご上、２:１ローピングの場合は機械室に設置されています。 

 

8-5-2 秤装置の調整方法 
 

以下に記載の各設定（ノーロード設定(NLWL)、バランスロード設定(BLWL)及び､ 乗り過ぎ検出負

荷の設定）を順次、実施ください。 

  

8-5-2-1 秤装置のデータ設定（ノーロード設定：NLWL） 

① 最上階（又は最下階）にて無負荷とする。 

② 制御盤内 P1 カード（基板 KCD-91XX）のロータリースイッチ SET１を「０」、SET0 を「２」

に設定し、トグルスイッチ SW1 を▽(下方)側に 0.5 秒以上倒す。このとき、７SEG２/１に

A/2 と表示される。 

③ かごを最上階から最下階（又は最下階から最上階）に自動走行させる。 

④ Ｐ１カードのロータリースイッチを SET１が「０」、SET0 が「８」に戻し、トグルスイッチ

SW1 を▽(下方)側に 0.5 秒以上倒す。 
 

8-5-2-2 秤装置のデータ設定（バランスロード設定（ＢＬＷＬ）） 
① かご内にバランスロード(積載荷重の５０％負荷)を積載し、かごを最上階（又は最下階）に移動

させる。 

② 制御盤内 P1 カード（基板 KCD-91XX）のロータリースイッチ SET１を「０」、SET0 を「３」

に設定し、トグルスイッチ SW1 を▽(下方)側に 0.5 秒以上倒す。このとき、７SEG２/１に A/

３と表示される。 

③ かごを最上階から最下階（又は最下階から最上階）に自動走行させる。 

④ Ｐ１カードのロータリースイッチを SET１が「０」、SET0 が「８」に戻し、トグルスイッチ

SW1 を▽(下方)側に 0.5 秒以上倒す。 

   

     8-5-2-３ 乗り過ぎ検出負荷の設定 

① 任意階にて、かご操作盤開戸の｢自動-手動スイッチ｣を｢手動｣側にする。 

② かご内に乗り過ぎ荷重（定格積載の 110％負荷）を積載する。 

③ かご操作盤開戸の｢自動-手動スイッチ｣を｢自動｣側にする。 

④ 制御盤内 P1 カード（基板 KCD-９１XX）に実装されている、ロータリースイッチ SET１を

「４」、SET０「０」に設定する。 

⑤ ロータリースイッチＳＥＴ０を「１」→「Ｆ」の方向に順次設定値をＵＰさせ､乗り過ぎを検出

した時点(ブザー音又は警報アナウンスが鳴動した時点)で、ロータリースイッチのＵＰを停止

して､トグルスイッチＳＷ１を▽(下方)側に０．５秒以上倒す。 

（アナウンス：「満員です。後からお乗りの方はお降りください。ブーブーブー…」） 

⑥ Ｐ１カードのロータリースイッチを SET１が「０」、SET0 が「８」に戻し、トグルスイッチ

SW1 を▽(下方)側に 0.5 秒以上倒す。 
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8-6 バッテリーの点検 

  8-6-1 使用するバッテリー 
 エレベーターには､非常電源としてバッテリーが使用されています｡ 

名称 機能 実装場所 種類 

非常電源用 
バッテリー 

①かご内非常灯電源 
②インターホン電源 
③地震感知器用電源 
④MELD 用電源 

制御盤 
又は 

バッテリー盤 
密閉型鉛蓄電池 

  
8-6-2 バッテリー管理 
8-6-2-1 エレベーター電源遮断時の処置 

 

 

 

バッテリーの寿命を縮める恐れがありますので、エレベーターの動力電源を１週間以

上、又は定期的に遮断しないでください。 

エレベーターの電源は通常 ON 状態で使用いただきますが､設備又は建物の管理上、エレベーター 
電源を 1 週間以上又は､定期的（1 週間に数回）に遮断する場合は下記により、バッテリーの放電防
止処置が必要になります｡ 

◎非常電源用バッテリー 
制御盤遮断器｢MCB｣、｢ELD｣及び「BPO」を遮断してください｡ 
 1 ヶ月以上の長期にわたり電源を遮断する場合は、バッテリーを取り外し､環境が良い

常温（5～25℃）で保管してください｡ 
 保管期間が、３ヶ月を超える場合は、補充電を行なう必要がありますので、その場合は、

バッテリーメーカーに相談するか新品に交換してください。 
 バッテリーの取り外しは､8-7 バッテリーの交換を参照してください｡ 
 1 ヶ月以上の長期にわたり電源を遮断した場合、バッテリーを復帰させ充電完了後､次

項によるバッテリー電源電圧の測定を実施ください｡(充電時間は放電状況により異な
ります｡) 

 １週間に数回電源を遮断すると、遮断毎にＭＥＬＤ運転が繰り返され、遮断する期間に
よっては、バッテリーが不足充電状態になる可能性があります。１週間に２度以上、電
源を遮断する場合は、運行管理者と相談の上、当社へご相談ください。 

 バッテリーの過放電は性能の劣化､寿命の短縮に繋がりますので注意してください｡ 
 

8-6-3 バッテリーの点検方法 

 

 

 

点検直後は動作不全を起こす恐れがあるので、下記 8-6-3-3、8-6-5、8-6-6 による

点検は、点検後に十分な充電時間を確保するようにしてください。 

8-6-3-1 バッテリーの外観チェック 
  上記盤面に実装されている「非常電源用バッテリー」に膨らみなどの変形やひび割れ、液もれ、 

発熱などの異常がないこと。 
 8-6-3-2 バッテリーの点検インターバル 

    バッテリーは、使用頻度、環境などによって劣化の進み方が異なるので、その旨考慮して点検イ
ンターバルを設定ください。 
特に交換後 1 年を経過したバッテリーは、必要に応じ点検インターバルを短くすることをお勧め
します。 

8-6-3-3 かご内非常灯点灯によるチェック方法  
かご内照明点灯の確認を行った直後のバッテリー電源電圧を確認する。 
①8-6-5 かご内非常灯点灯確認の要領で所定値の仕様を確認する。 
②かご内非常灯点灯確認終了からの経過時間が５分後の制御盤（MELD 付はバッテリー盤） 
「ELD」遮断器の１次側端子部（バッテリー電圧）の電圧を測定する。 

③端子（バッテリー）電圧が、５０Ｖ以上あることを確認する。 
５０Ｖ未満の場合は、容量低下が進んでいるものと推測されるので、寿命と判断する。 

 

注意 

注意 
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8-6-4 バッテリー充電電圧チェック    
制御盤「ＭＣＢ」をＯＮし、制御盤（MELD 付はバッテリー盤）「ELD」及び「BPO」遮断器
をＯＮにして、「ELD」遮断器の１次側端子部（バッテリー電圧）の充電電圧を測定する。測定
電圧がＤＣ５４～５６Ｖであることを確認する。 

 
8-6-5 かご内非常灯点灯確認  

かご内照明点灯中に、制御盤内「ＳＣＢ」遮断器をＯＦＦするか又は、建屋電気室のエレベー
ター照明電源遮断器をＯＦＦし、かご内非常灯が点灯することを確認ください。また、非常灯
の床面照度及び連続点灯時間が所定値以上確保される事を確認する。（３０分連続点灯で、床面
照度が１ルックス以上） 

 
8-6-6 非常電源による通話機能の確認 

制御盤内「MCB」及び「SCB」遮断器をＯＦＦするか又は、建屋電気室のエレベーター動力 
電源及び照明電源の遮断器をＯＦＦし、停電状態でのインターホン通話機能を確認する。 

 

8-7 バッテリーの交換 

 

 

 

破裂・発火・発煙のおそれがありますので、寿命を過ぎたバッテリ－は使用しないでください。 

内容物が劇物につき皮膚や目に付着すると、火傷や失明につながるおそれがあります。 

バッテリーの交換周期は、非常電源用バッテリーで概ね２年です。 
定期交換時期が経過した場合は下記により速やかに交換ください。なお、使用環境、使用頻度
により寿命が短くなる場合があります。また、前項点検で不具合を確認した場合も交換するよ
うにしてください。 
 

8-7-1 非常電源用バッテリーの交換 
１．非常電源用バッテリーは１２Ｖ－密閉型蓄電池が４個、上記盤面に設けられています。 

注意：新規バッテリーは電圧がＤＣ１２.５Ｖ以上ある事を確認してから取付けてください。 

２．制御盤「ＭＣＢ」と制御盤（MELD 付はバッテリー盤）｢ELD｣の遮断器をＯＦＦにする。 
３．バッテリーに繋がれている接続線を端子部で外してください。 

注意：端子部がファストン端子の場合は、端子を手で外してください。バッテリー間の接続線は落
下させないこと。 

注意：バッテリー間は等間隔で少し隙間を持たせて奥まで入れてください。 
  バッテリー交換日を名板に追記してください。 

4．バッテリー端子の極性に注意して接続線を繋いでください。 
盤内にある、注意名板の据付注意も参照し実施ください。 

注意：端子部がファストン端子の場合は、ファストン端子が確実に嵌合していることを確認ください。 
 端子部がボルトナットの場合は、確実に締め付けられていることを確認ください。 

5．制御盤「ＭＣＢ」と制御盤（MELD 付はバッテリー盤）｢ELD｣及び｢BPO｣の遮断器をＯＮにし
てください。（通常充電状態となります） 
8-6-4 の手順で確認してください。 

危険 

45



 

46 

 

  8-7-2 バッテリー保守・点検時の警告事項 

 

 

バッテリーは水素ガスを発生させ、火災の原因となるおそれがありますので、バッテリーの

近くに高温の物を近づけないでください。（タバコ、炎、火花の出るもの） 

 

静電気による火花で発火するおそれがありますので、バッテリーに触れる前に接地された金

属の表面をさわり、身体から静電気を放電してください。 

 

感電および短絡等の危険がありますので、交換などの作業を行う場合は、絶縁などの予防処

置を実施してください。 

 

端子の逆接続や短絡・地絡によりやけどや、発熱発火のおそれがありますので、バッテリー

は、正しく接続ください。 

 

けがをしたり、バッテリーが破損するおそれがありますので、バッテリーは、落下させない

でください。 

 

漏液などにより火災の原因になるおそれがありますので、バッテリー単位（非常電源用バッ

テリーは４個単位）で定期的に交換ください。 

 

感電、けが、やけど、発煙、発火、短絡のおそれがありますので、バッテリーのふたを開け

たり、箱を分解しないでください。 

 

水を使用すると、火災を拡大させるおそれがありますので、バッテリーの発火時には、消火

のために水を使用しないで、粉末（ＡＢＣ）消火器を用いてください。 

 
バッテリーが爆発するおそれがありますので、バッテリーを火中に捨てないでください。 

   

  8-7-3 バッテリーの電解液の警告事項 

 

 

バッテリー電解液が目に入ると失明、皮膚に付くとやけどのおそれがありますので、目に入

った場合、すぐに清潔な水で洗った後、速やかに医師の治療を受けてください。皮膚や衣類

に付着した場合は、すぐに清潔な水で十分に洗い流してください。 

◎電解液がこぼれた場合は、適切な酸中和剤で洗ってください。 

 ＭＥＬＤ用バッテリーの電解液の場合、通常４リットルの水に対して５００ｇの重炭酸ソーダ

溶液を使用してください。 

 エレセーブ用バッテリーの電解液の場合、通常１リットルの水に対して３０ｇのほう酸溶液を

使用してください。 

 

  8-7-4 リサイクルへ の ご 協 力 の お 願 い  

このエレベーターには、資源有効利用促進法（通称リサイクル法）に該当する密閉形蓄電池を使

用しています。使用済み電池はそのまま廃棄せず、リサイクルにご協力願います。 

        該当する蓄電池を内蔵する装置及び部品には    又は   又は    又は 

      のマークを貼り付けています。 Pb Ni-Cd Ni-MH Li-ｉｏｎ 
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8-8 戸開走行保護装置（UCMP）の点検方法 

戸開走行保護装置（UCMP：Unintended Car Movement Protection）の保守及び点検は以下に示す

内容を確認して実施してください。詳細については、12 項に指定した当社ホームページ（WebSite）で開

示している内容を参照してください。 

● 戸開走行保護装置形名と大臣認定番号の確認 

● 戸開走行保護装置のブレーキ確認（巻上機ブレーキの制動力の確認） 

● 制御基板及び制御プログラムの確認 

● 特定距離感知装置の確認 

● かご戸及び乗場戸スイッチの確認 

● かごエプロンの確認 

● ブレーキ動作感知装置の確認 

 

8-9 主ロープの摩損状態の確認 
◎ 主ロープの全長にわたり､傷､素線切れ､摩耗､錆などの状態を確認してください｡通過する綱車の

数が多い場合ほど摩損が進行しやすいため特に注意してください。 

◎ 主ロープのストランド間（谷部）に赤錆が確認される場合には、ロープ内部に損傷が発生している

可能性があります。錆の進行ならびに直径の変化を継続的に点検し、交換を計画してください。 

◎ ロープは全長にわたり最新の定期検査業務基準書の基準に従って､合否判定を行い、不合格の場合

は主ロープを交換してください｡ 

◎ ２箇所停止や特定の階への停止が多い場合には、ロープの摩損進行が早くなる傾向があります。摩

損進行の傾向と起動回数を考慮の上、適宜点検、交換を計画してください。 

◎ 直射日光が昇降路に入り昇降路温度が上昇する環境や、雨水浸入によるロープへの水の付着のあ

る場合及び多湿度環境は、ロープの摩損進行が早くなる傾向があります。摩損進行の傾向を考慮の

上、適宜点検、交換を計画してください。 

◎ CWT 下部の昇降余裕(ランバイ)が規定範囲を外れている場合は､CWT 最下部のスペーサで調整

してください｡ 

 スペーサでは調整ができない場合は､主ロープの切詰又は交換が必要となります｡ 

 スペーサは主ロープの切詰又は交換した時に元に戻します｡紛失しないように保管してくださ

い｡ 

 昇降余裕(ランバイ)の微調整が必要な場合はロープ端末のネジ棒部で行ってください｡なお､

かご側ネジ棒部で調整した場合は､秤装置の再設定が必要です｡ 
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■9. 閉じ込め救出 

9-1 閉じ込め救出の流れ 

全体の作業の流れを把握し、かご内の状況の確認して救出作業を実施してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-2 救出作業手順 

以下の手順に従って救出を実施してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業手順１ 各階乗場の戸を確認 

①全ての階の乗場戸が閉じていることを確認してください。 

②乗場の戸が開いていた場合は、必ず完全に閉じてください。 

閉じ込め発生

故障による閉じ込め発生 停電による閉じ込め発生

かご内への指示 かご内への呼びかけ

かご内への呼びかけ

かご内の状況確認

かご内への連絡

作業手順１へ
各階の乗場の戸を確認

かご内の状況確認

停電時間の確認

長時間になりそう 停電が短時間

送電の再開かご内への連絡

救出

閉じ込め発生

故障による閉じ込め発生 停電による閉じ込め発生

かご内への指示 かご内への呼びかけ

かご内への呼びかけ

かご内の状況確認

かご内への連絡

作業手順１へ
各階の乗場の戸を確認

かご内の状況確認

停電時間の確認

長時間になりそう 停電が短時間

送電の再開かご内への連絡

救出

9-2 救出作業手順１へ

各階の乗場の戸を確認 

作業手順１ 

 
 

 

最寄階の乗場から救出する 

作業手順 4 

復旧 作業手順 5 

ＮＯ ＹＥＳ 

 

かご位置確認 

かご床と乗場床レベルが 

概ね合っているか 

作業手順２ 

 

 

ＮＯ ＹＥＳ 

ブレーキ開放装置でかごを 

最寄階まで動かす 

作業手順 3 
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作業手順２ かご位置を確認 

①制御盤内ＡＵＴＯ-ＨＡＮＤスイッチを「ＨＡＮＤ」側にし、制御盤遮断器「ＭＣＢ」を遮

断してください。 

②足の位置をきめ、体を安定させてください。 

③乗場戸錠外し鍵で最下階の戸を開いてください。 

④乗場戸を少し開いた状態で、かご位置を確認します。 

かご位置が概ね乗場に合っている場合（かごと乗場の段差が 60cm 以内※） 

→ 作業手順４へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 車椅子利用者や高齢者、身障者の方を救出する場合は、救出時の転倒防止の観点から 

かごと乗場の段差を小さくしてから救出することを推奨します。 

 

かごと乗場の段差が 60cm を超えている場合 

→ 作業手順３へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業手順３ ブレーキ開放装置でエレベーターを動かす 

①ブレーキ開放装置をブレーキに取付けてください。(8-3 項 参照) 

②非常通話用インターホンを使って利用者にかごの戸が閉っていることを確認すると同

時に、かごが動くことを知らせてください。 

③ブレーキ開放装置を２つ同時に手前に引いてください。ブレーキが開放します。なお、

ブレーキ開放は重力の作用でかごが増速するのを防ぐために、断続的に行ってください。 

④ロープの動きを見ながら、かごを最寄の階まで移動させてください。 

⑤かごと釣合おもりの重量差によっては、かごが移動しない場合があります。 

このような場合は、モータ側のカバーを外し手巻きハンドルを取付け、ブレーキを開

放した上、手巻きハンドルを回転しかごを移動させてください。 

⑥ブレーキ開放装置、使用した場合手巻きハンドルを外してください。 

 

手巻きハンドルを使用する場合、ブレーキを開放しても負荷がバランスしていて

かごが動かない時に限ってください。 

 

移動完了後、直ちにブレーキ開放装置、手巻きハンドルを外してください。 

 

※ 

※ 
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作業手順 4  乗場より救出する 

①かごがある階へ移動してください。 

②乗場の戸をたたくか、外から呼びかけて、戸の向こうに、かごがあることを確認して

ください。 

③足の位置を決め、体を安定させてください。 

④乗場戸錠外し鍵で乗場戸の錠を外し、戸を 10cm 程度開けて、かごがあることを確認

してください。 

⑤かごが見えない、又は、かごと乗場の段差が概ね 60cm 以上あった場合は、直ちに乗

場の戸を閉めて、「作業手順３ ブレーキ開放装置でエレベーターを動かす」の要領で、

再度、エレベーターを動かし、かごと乗場の位置を合わせてください。 

⑥かごと乗場の段差が概ね 60cm 以内の場合は、乗場の戸を押さえて、閉らないように

し、乗場戸錠外しを抜き取った後、乗場の戸を全開してください。 

⑦かごの戸を開けて、利用者に足元や頭上に注意を促しながら、救出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業手順 5 復旧 

      乗客のかご内閉じ込め原因､又は救出作業により復旧の方法が異なります。状況にあわせ 

      た適切な対応をしてください｡ 

①かご操作盤開戸内「運転-休止スイッチ」を「休止」側にしてください｡ 

②かご戸､乗場戸を完全に閉めてください｡ 

③平常運転への復帰は、エレベーター電源復電後､全ての復旧作業を確認し､全サービス階 

 の点検運転を実施した後に､行ってください。 

 

閉じ込めが停電以外で発生した場合､原因を特定し必ず解決してください。 

問題が解決するまでは一般の方がエレベーターを利用できないように 

処置してください。 

 

平常運転に戻す前に､全階を運転して異常が無い事を確かめてください｡ 
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■10. 油類一覧 
エレベーターの各部品には下記油類を使用しています｡機器の給油状況を確認して適宜､給油してく

ださい｡ 

使用部品 油の呼び番号 油状態 商品名（メーカー） 

巻上機ベアリング 三菱エレベーター油 No.25 グリス 
ユニマックスＲ No.２ 

（協同油脂） 

そらせ車ベアリング 
三菱エレベーター油 No.5 グリス 

エピノックグリース AP(N)2 

（ＪＸＴＧエネルギー） 吊り車ベアリング 

レール給油器 

三菱エレベーター油 No.52 潤滑油 
トナ S3M68 

（昭和シェル石油） 

かごドア装置 

乗り場ドア装置 

調速機の軸・摺動部 

張り車の軸・摺動部 

非常止めの軸部 

油入緩衝器 三菱エレベーター油 No.4 
潤滑油 

(作動油) 

FBK オイル R032 

（ＪＸＴＧエネルギー） 

主索 

(ロープ) 

高トラクション油含浸型 

の特殊ワイヤロープ 
三菱エレベーター油 No.16 

潤滑油 

ＭＤ－２Ｌ（東京製綱） 

上記以外 

のワイヤーロープ 
三菱エレベーター油 No.6 

ワイロールＲ－Ｍ 

（東京製綱） 
 

■11. 交換部品 
 

交換部品はエレベーターの品質を保つため、当社純正品の使用を推奨します。なお、保守部品の 

供給は製品出荷後２０年間を目処といたしておりますので、ご承知おき願います。 
 

11-1 定期交換部品 

ここに掲載している定期交換部品は経時的に変化するために、所定の使用期間内での交換を推奨致し

ます。 

 
交換部品 

使用期間（※１） 
該当箇所／品名 部品名 

機械室 

制御盤類（制御盤、 

グループ制御盤、バッテリー盤） 

（群管理盤、バッテリー盤は

オプション） 

主回路電解コンデンサ 10 年 

電磁接触器 10 年（※4） 

非常電源用バッテリー ２年（※２） 

群管理メモリーバックアップ用電池 

（単３形マンガン乾電池） 
1 年 

時計バックアップ用電池 

（単３形マンガン乾電池） 
1 年 

P1 基板 基板型名 KCD-91□■（※３） 20 年 

かご かご上ステーション 主回路電解コンデンサ 10 年 
 
（※１）エレベーターの設置環境や使用頻度等によって早まる場合があります。 

部品交換の記録は定期検査時必要となりますので確実な管理をお願いします。 

（※２）停止階間距離が著しく長い場合には、使用期間が１年程度になる場合があります。 

（※３）基板型版末尾の□■は、それぞれ□は数字を、■はアルファベットを意味します。 

例．KCD-916C 

（※4）接触器・継電器の接点のうち、接点が目視不可の場合は平成 20 年国土交通省告示 283 号改 

正に伴い当社開示資料「平成 20 年国土交通省告示 283 号改正に伴う追加情報」に基づく 

対応が必要となります。 

詳細は「平成 20 年国土交通省告示 283 号改正に伴う追加情報」をご確認ください。 
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11-2 定期交換部品以外の部品 
 上記「11-1 定期交換部品」以外の部品は、エレベーターの設置環境や使用頻度等に応じて、使用期

間が異なります。 

 これらの部品は、取扱説明書に記載されている基準に基づいて点検を行い、その結果に基づいて交換

を実施ください。 
 
 
11-3 長期修繕計画 
 エレベーターを長期に渡って適法な状態に維持するために、部品の交換を計画的に実施することを推

奨致します。 

 以下に掲載した「長期修繕計画の作成例」は、次の前提条件（想定）に基づいた部品交換計画の一例

ですが、実際の長期修繕計画は、エレベーターごとの仕様や設置環境、使用頻度等を考慮の上作成し、

必要に応じて見直しを行ってください。 
 
 
 

＜長期修繕計画の作成例＞ 

（前提条件） 

 エレベーターが風雨、潮風や特殊ガスにさらされることがなく、日光の直射がない屋内に設置された

場合を想定しています。 

 エレベーターの使用頻度（「起動～停止」を繰り返す回数）が１日に概ね 1500 回程度の場合を想定

しています。 

 悪戯や取扱い不良、地震・落雷・その他不可抗力に起因する交換は想定していません。 
 
 

 交換部品 
使用期間の目安 

 該当箇所／品名 部品名 

機械室 制御盤類 
Ｒ２基板(リレベル用) 9 年 

ファン 10 年 

昇降路 

巻上ロープ 
巻上ロープ（2 停止） 4 年 

巻上ロープ（3 停止以上） 6 年 

調速機ロープ 
調速機ロープ（2 停止） 5 年 

調速機ロープ（3 停止以上） 8 年 

調速機 調速機本体 16 年 

地震感知器 地震感知器本体 15 年 

秤装置 秤装置ワイヤー 10 年 

かご 

かご操作盤 液晶表示器（LCD）*1  14 年 

かご戸閉装置 

ドアハンガー一式 20 年 

連結ロープ 12 年 

ドアシュー（戸脚） 5 年 

歯付ベルト 12 年 

戸閉め安全装置 

（SDE） 

SDE 取付腕 14 年 

接続ケーブル 14 年 

スイッチ 14 年 

照明器具 

蛍光灯（停電灯を除く） 1 年 

安定器 9 年 

スターター 10 年 

かご/釣合おもり 

廻り機器 

ガイドシュー（かご/釣合おもり） 10 年 

換気装置（ファン） 10 年 

エアコン（オプション） 8 年 

ITV カメラ（オプション） ８年 

着床装置(磁気近接スイッチ) 18 年 
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＜長期修繕計画の作成例（続き）＞ 
 

乗場 

乗場の戸  

ドアシュー（戸脚）基準階 6 年 

ドアシュー（戸脚）一般階 9 年 

ドアハンガー一式基準階 14 年 

ドアハンガー一式一般階 20 年 

連結ロープ基準階 14 年 

連結ロープ一般階 20 年 

クローザープーリー（樹脂） 10 年 

ディフェンスドア 

（遮煙ドア） 

下部気密材（パット） 

※遮煙仕様有りの場合に設けられます。 
３年（※5） 

下部以外気密材（パット） 

※遮煙仕様有りの場合に設けられます。 
６年（※5） 

その他 インターホン一式 15 年 
 

※5 遮煙ドアの気密材には合成樹脂を使用していることから、経年使用により、遮煙
性能が低下するおそれがありますので、定期的な交換をお勧めいたします。 

 

*1 かご・乗場を含む液晶表示器（LCD）について 
(1) 同一仕様品の保守品供給期間は引渡し後 7 年間です。引渡し後 7 年を経過

しますと保守品の画面デザインが変更になることがあります。 
(2) 引渡し後 7 年を経過して故障などで交換する場合、画面デザインが新バージ

ョンへ変更された後では、画面デザインは新バージョンでの部品供給となり
ます。この際、画面デザインを旧バージョンで供給するには特注対応となりま
す。この場合別途設計費・設計期間が必要となります。 

 
 

（ご注意） 

 エレベーターの仕様や設置環境、使用頻度等によって、ここに記載した部品以外の部品*についても交換

が必要になる場合があります。また、部品の使用期間も設置環境や使用頻度等によって異なりますので、

ご注意ください。 
 

＊ 上記には「11-1 定期交換部品」を掲載しておりませんが、ご計画を作成される場合は必ずご考慮く

ださい。 

＊ エレベーターの設置環境や使用頻度等によっては、巻上機、ドア装置、吊り車、調速機、制御ケ—ブル、

プリント基板、かご室の内装、液晶パネル、かご床タイルなども交換が必要になる場合がありますので、

適宜ご考慮ください。 

11-4 当社取り決め単位のある交換部品 

エレベーターの品質を保つため、当社では一部の機器について、当社が取り決めた単位での部品

供給を行っております。ご承知おきください。単位については別途お問合せください。 

11-5 機器交換の際に当社施工となる機器 

一部の機器についてエレベーターの品質を保つため、機器交換の施工を当社で行う場合がありま

す。ご承知おきください。 
 
 
 

■12. 法定検査について 
法定検査に関する当社の製品情報は下記の当社ホームページ（WebSite）を参照してください。 

なお、掲載されている情報は、予告なく改定する場合がありますので検査前に必ず確認ください。 
 
 ＜当社ホームページ URL＞ 

 www.MitsubishiElectric.co.jp/elevator/
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■13. 参考文献 

書籍名 発行元 

国土交通大臣指定昇降機検査資格者講習テキスト 発行：一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 

建築設備設計基準 平成 27 年版 
監修：国土交通省大臣官房官庁営繕部 

発行：一般財団法人全国建設研修センター 

公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

平成 28 年版 

監修：国土交通省大臣官房官庁営繕部 

発行：一般社団法人公共建築協会 

機械設備工事監理指針 平成 28 年版 
監修：国土交通省大臣官房官庁営繕部 

発行：一般社団法人公共建築協会 

「昇降機の適切な維持管理に関する指針」平成 28 年

版 
監修：国土交通省住宅局建築指導課  

昇降機・遊戯施設定期検査業務基準書 2016 年版 編集・発行：一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 

昇降機技術基準の解説 2016 年版 
編集：一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 

   一般社団法人 日本エレベーター協会 

建築保全業務共通仕様書  

同積算基準の解説 平成 25 年版 

監修：国土交通省大臣官房官庁営繕部 

編集･発行：一般財団法人 建築保全センター 

日本工業規格 JIS A 4302 昇降機の検査標準  
審議：日本工業標準調査会 

発行：日本規格協会 

昇降機現場作業安全心得（1996 年版） 一般社団法人 日本エレベーター協会 

エレベーターの地震に対する管理 

（所有者、管理者用） 
一般社団法人 日本エレベーター協会 

エレベーターとの交際術（利用者用） 一般社団法人 日本エレベーター協会 

 (注意) ・書籍発行版は調査時点情報です。最新版を使用することを推奨します。 

 ・製品は当社販売時点の最新の法律・規格に準拠しています。 
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三菱乗用・非常用エレベーター
【型式：CM-LA】     

取扱説明書 保守・点検編

2019 年 12 月 20 日 

 
■はじめに 

本書は所有者等の方・運行管理者の方より、三菱エレベーター＜NexCube＞の保守・点検（その他

必要な整備又は補修等を含む。以下同じ）について、維持及び正常な運行を確保するために、専門技術

者の方へご指示いただきたい事柄を記載した資料です。 

本書に記載の諸作業の実施については、専門技術者（1-2 用語の定義を参照）を対象としており、

必要な安全対策については実施されていることを前提としています。 
 

 

 

● エレベーターを保守・点検する専門技術者の方に、必ず本書を熟読いただき、十分理解の上で作業

を実施するように依頼してください。 

● 本書は必要なときに、すぐ読めるようにお手元に大切に保管ください。 

● 本書はエレベーターの所有者等の方又は運行管理者の方が変更になる場合は、確実に引き継ぎを行

なってください。また、専門技術者が変更になる場合には、所有者等の方又は運行管理者の方から

新たな専門技術者に再度指示をしてください。 

● エレベーターは電気・機械設備ですから、適切に保守しなければ、製品の性能が発揮できないこと

があります。製品を安全で、かつ適正な状態を保ち、故障が起きないようにするためには適正な保

守を継続することが重要です。 

● 本書の内容について、ご不明な点、ご理解いただけない点がある場合は、本書最終項に記載の最寄

支店、事業所、サービスセンターにお問い合わせください。 

● 本書とは別に、取扱説明書（運行管理編）及び告示 283 号改正に伴う追加情報がありますので、

必ずお読みください。 

● 本書は基本仕様について説明しています。従い実際の製品では一部異なる場合がありますので、あ

らかじめご承知おきください。 

● 本書に掲載した内容は、予告なく変更することがあります。本書の使用前に最新版を当社ホームペー

ジで必ずご確認ください。 

本書に加え、巻末に記載の参考文献の全てお読みいただき、その内容を包含し、かつ使用

頻度、利用状況、その他を考慮し、エレベーターを適切な状態に維持してください。

救出作業はあらかじめ十分に訓練し、迅速に対応できるようにしてください。 

WEB-00002-A〈IP〉 ©2019 三菱電機株式会社

三菱乗用・非常用エレベーター 

〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア）

〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通15-20（東日本不動産盛岡駅前ビル6F）

〒753-0872 山口市小郡上郷字流通センター西901-2 （083）901-0300


